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はしがき 

 

この度、女性活躍推進をテーマに卒業論文を執筆しました。研究の中で、インタビュー

に応じてくださった方が、「子どもが 3 人いるが、彼らが大人になった頃には『ダイバー

シティ』という言葉は存在しても『ダイバーシティ推進』という言葉は死語になっていて

ほしい。自分の会社で取り組みを進め、結果を出し、メディアに取り上げられたり自ら発

信したりして『女性活躍推進やダイバーシティ推進って企業経営にとって良いのかも』と

世の中の経営者たちが感じてくれたら、それは社会を変える小さな一歩になるかもしれな

いと思いながら仕事をしている」と話されていました。 

私はこの論文を執筆しても、一学生として既に誰かが残してくれた考えや功績を頼り、

自身の学びを深めるに過ぎません。しかし数か月後には、社会に影響を与える側に立ち、

その成果も加味して評価され、その報酬で生活することになります。私はこの方のよう

に、ただ無為に働くのではなく、「この社会を少しでも良くしよう」という思いを持って

一つ一つの仕事に向き合いたいと思いました。 

谷本ゼミでの学びや経験は、その思いに必ず活きると確信しています。「企業と社会」

という分野は、難しく、そして面白いです。「企業は環境や社会にとって良いことをして

いるならば、儲かっていなくても大丈夫」という考え方は違う、しかし「儲かっているな

らば、環境や社会への無配慮は大目に見るべき」という考え方にも納得できない。そんな

我儘を通すために、これからも頭を悩ませ続けようと思います。 

 

谷本先生、同期、先輩方、後輩たち、これまでのゼミ活動でお世話になった方々、皆さ

んに感謝しています。 

 

2022 年 12 月 16 日 

大滝佐和 
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第 1 章 本研究の狙いと構成 

第 1 節 本テーマの選定理由 

 女性活躍に興味を抱いたきっかけは、母の言葉にある。共働きであった両親は、仕事と

家庭の両立を図るため、私の 4 歳年上の姉を学童保育に預ける選択をした。その際、姉の

同級生の母親から「子供が小さいのにお母さんが働いて学童保育に預けているなんて信じ

られない、と目の前で言われた」という。すなわち、約 20 年前は母親が働くことは否定

的に見られ、その環境下で育てられる子供はかわいそうと捉える人が一定数存在したとい

うことが想像される。私はこの話を聞き、腑に落ちないものを感じた。同時に、そのよう

な考えを持つ人が生まれた背景やその後の変化、そして専攻している CSR（企業の社会的

責任）と紐づけて企業は女性が働くことについて何を考え、どのような行動を起こすべき

か追究したいと思い至った。したがって本研究では、日本における「労働」や「雇用」と

いった分野について、女性の活躍を実現するために企業はどのような経営を行うべきか論

じる。また、第 4 章の第 1 節で詳述する通り、特に正社員女性の管理職への昇進・登用に

焦点を当て、それを促進する人事制度について考察を深めていく。 

 第 2 章で述べるように、日本の労働・雇用の分野における女性活躍の議論は社会学的な

視点から始まった。その後、世情の変化とともに経済学的な側面からも語られるようにな

り、少子高齢社会における持続可能な発展のための労働力の量的・質的確保の一手段とし

て近年は特に注目を集めている。2023 年からは上場企業について男女賃金格差や女性管理

職比率の開示が義務付けられるなど、具体的な動きも見られている。筆者自身、間もなく

社会に出てその運営を担う立場として、また一女性として、この領域への理解を深めるこ

とは意義があると考えている。 

 なお性別に関して、単に男性・女性と二分割するのではなくあらゆる呼称が認められる

べきではあるが、本研究では議論が広がり過ぎないよう、男性・女性の区別に絞る。また

同様の理由で、障がい者や外国人等への言及もしない。 

 

 

第 2 節 本論文の構成 

 本論文は 5 つの章によって構成されている。 

第 1 章では、導入として、本テーマの選定理由と本論文の構成を記述している。第 2 章

では、日本の労働・雇用の分野において女性活躍推進が謳われてきた背景やこれまでの議

論を辿る。特に正社員女性の「昇進・登用」に関して課題感を認識し、第 3 章においてそ

の阻害要因を組織要因・社会要因・個人内要因の 3 つの切り口から分析する。第 4 章で

は、女性の「管理職への昇進・登用」とそれを促進する「人事制度」に論点を絞り、まず

日本企業における女性管理職について現状を概観する。そして、先進的な取り組みを行っ

ている 4 社を取り上げながら、女性管理職の増加や女性活躍の実現のために求められる人

事制度やそのマネジメントについて検討する。最終第 5 章では、本論文の全体像を振り返

った後、今後の課題を提示する。 
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第 2 章 日本の労働・雇用の分野における女性活躍推進 

第 1 節 女性活躍推進の背景 

（１）3 つの目的 

 日本の労働・雇用の分野における女性活躍の議論は、「女性の社会的な権利の獲得」と

いう面に端を発する。第二次世界大戦後を経て制定された日本国憲法や新民法により、男

女平等の潮流が生まれた。そして高度経済成長期以降、女性の労働者数が増加したり、平

均勤続年数が長くなったりする一方で、業務を単純・補助的なもの限定する等、女性に対

して男性と異なる扱いをする企業が見られた。その要因としては、労働基準法によって女

性の労働時間が限られていたこと、また「男は仕事、女は家庭」という伝統的な価値観が

残っていたことが挙げられる。さらには 1975 年の国際婦人年、1979 年の女子差別撤廃条

約採択といった国際的な動きの活発化も影響し、女性が男性と同様の充実した職業生活が

実現されることを目指して 1985 年に「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保等に関する法律」（以下、均等法）が成立した1。この均等法により、雇用平等に関す

る一般の意識が変化し、さらには女性の権利への意識や積極的な姿勢が醸成された（岩

田・大沢、2015）。このような背景から、男女の平等・公正という社会的な要請に応える

ことは企業が果たすべき責任として語られる。その後 1991 年には「育児休業等に関する

法律」（1995 年の改正で名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律」［以下、育児・介護休業法］に変更）2、1993 年には「パートタイム・

有期雇用労働法」3が成立し、様々な雇用形態における女性の職業生活を下支えする制度が

整備されていった。また、1999 年に成立した「男女共同参画社会基本法」は、労働・雇用

の分野に限らずあらゆる社会活動における男女平等を後押しした。 

 ここに、少子高齢化による労働力不足への懸念が加わった。日本の総人口は 2008 年（1

億 2808 万人）をピークに、2011 年（1 億 2783 万人）以降は一貫して減少している4。そし

て、生産年齢人口と呼ばれる 15～64 歳の人口は 1995 年以降減少しているが5、65 歳以上

の人口は 1947 年から増加し続け、2021 年 11 月 1 日現在では約 3.5 人に 1 人が 65 歳以上と

なっている6。政府は 2003 年に「次世代育成支援対策推進法」を制定し、特に常時 100 人

以上の労働者を雇用する企業に対してその仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」

の策定を求めたり、2015 年に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律」（以下、女性活躍推進法）において、国や地方公共団体、民間企業等に対して女性活

躍に関する行動計画の策定や情報の公表を義務付けたりして7、労働・雇用の分野からも少

子高齢化への打ち手を講じている。しかし少子高齢化は今後も加速することが予想され、

したがって現在生産年齢人口に当たる女性のキャリア形成を促すこと、また将来の人材を

残すことという 2 つの意での「労働力の量的な確保」のために女性活躍は重要な項目とし

て位置付けられている。危機対応的な女性活躍とも言えるであろう。 

 少子化と女性活躍には密接な繋がりが存在する。産業の高度化によって肉体労働から頭

脳労働へとシフトし、身体的な負担の減少という意味で女性が働くことへのハードルは低

くなった。実際に、内閣府の男女共同参画局が 2013 年に公表した産業別就業者構成比の
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推移を見ると、始点となる昭和 40 年から第三次産業に就業する女性が増加しており、平

成 24 年時点では女性の 81.3%（男性は 62.8%）が第三次産業に就業している8。就業に伴

って女性の稼得能力が上がれば、世帯収入が増え、将来の労働力となる子どもが産まれや

すくなるという期待がある。一方、女性の就業を女性の時間の価値の上昇と捉えると、結

婚や出産がためらわれ、逆に少子化を加速させてしまうとも考えられる。したがって、女

性のライフイベントへの備えを充実させながら就業を後押しする施策が求められ、育児・

介護休業法や次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法はそれに該当する。 

 そして近年は特に、「企業価値向上」のための女性活躍推進が謳われている。一橋大学

の伊藤邦雄は 2020 年 9 月に『人材版伊藤レポート』を公表し、経営戦略と人材戦略の連

動を強く訴えた9。産業がより高度化・複雑化して不確実性が高まる社会において、企業は

「人」の重要性を認識し、資源として「管理」する人事ではなく資本として「価値創造」

する人事へと変革する必要がある。男女関係なく個人の価値を最大限引き出し、組み合わ

せる経営を行うことで、イノベーションの創出や競争力の向上が期待できる。「労働力の

質的確保」と言い換えられるであろう。そうして多様な人材が活躍している企業は、CSR

の観点からも高い評価を得ることができる。広義に捉えれば、性別のみならず年齢・障が

いの有無・国籍等も関係なく個人を尊重して活かすという「ダイバーシティ＆インクルー

ジョン（D&I）」の考え方が浸透してきている。しかし、単一民族国家であるというデモグ

ラフィック特性や少子高齢化という社会課題の属性等が影響し、日本では「女性活躍」の

優先度は高く置かれ、D&I のイントロダクションと位置付けられている。 

 

 以上を総合すると、女性活躍推進の目的は①女性の社会的な立場や権利の獲得を後押し

すること、②労働力を量的に確保すること、③労働力を質的に確保することの 3 点に分け

られる。特に企業にとって、女性活躍推進は持続可能な成長や企業価値向上に直結する。 

 

 
 

実際に高村（2016）は、女性を含む「多様な人材活用が企業にとって必要な理由につい

ての議論は、主に、総人口・生産年齢人口の減少という与件の変化に合わせた人材獲得策

であるという点と、多様な知識や経験・スキルをもつ人材の存在がこれからの企業の知的

創造に欠かせないという点の 2 つに集約される。」と述べている。これは、上述した②労
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働力の量的確保と③労働力の質的確保に対応させることができる。 

 労働力の質的確保に関してより具体的に見ると、2012 年に経済産業省の企業活力とダイ

バーシティ推進に関する研究会は『ダイバーシティと女性活躍の推進』と題する報告書10

を取りまとめ、女性活躍を中心とするダイバーシティ推進の経営効果を以下の 5 つに分類

している。 

［1］プロダクトイノベーション：女性の視点を生かした商品・サービスの開発・改良 

［2］プロセスイノベーション：女性の視点や能力を生かした企業活動の新しい手法 

［3］外的評価の向上：顧客満足度の向上、人材採用の質の向上 

［4］職場内の効果：従業員のモチベーションやコミットメントの向上 

［5］外的評価の向上（CSR の観点）：表彰受賞による認知度の上昇、SRI 対象株式への組

み入れによる安定的な資金調達 

 ［1］［2］は、異なるバックグラウンドや発想を持つ社員同士で意見を交わすことで、

知識やアイデアが一辺倒になることを防止でき、新しい価値を創造することが可能になる

ことを説明している。また［5］に関して、投資判断における女性活躍に関する情報の活

用は近年加速している。内閣府が 2018 年に国内の機関投資家等に対して行ったアンケー

ト調査によると、機関投資家の約 7 割が女性活躍に関する情報を「企業の業績に長期的に

は影響がある情報」として捉えている11。 

 以上の達成が、最終的に財務パフォーマンスへ結び付いていることも明らかになってい

る。山本（2014）は、正社員女性比率や管理職女性比率が高いほど企業の利益率が高まる

傾向があることを示している（図表 2-1）。中でも、中途採用の多い企業やワークライフバ

ランスに関する施策が充実している企業においてその傾向が顕著に見られている。前者に

ついては、人件費の節約という側面があり、必ずしも女性活躍を実現できているとは言え

ない懸念が残る。一方で後者は、働きやすい環境が整備されているために女性を重要な役

職へ登用することが可能になり、よって女性の潜在的な能力やスキルが発揮され、企業と

して生産性向上が実現できているとポジティブに捉えることができる。また、Credit Suisse 

Research Institute（2019）が 56 カ国の企業約 3,000 社を対象に行った調査において、経営幹

部における女性の割合が高い企業ほど株価が高くなることを明らかにしている。 
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図表 2-1 女性活用度の違いによる利益率の推移 

 

出所：山本勲（2014）「上場企業における女性活用状況と企業業績との関係 

―企業パネルデータを用いた検証―」より筆者加工 

 

（２）これまでの歩み 

 女性活躍に関して重要な概念が「M 字カーブ」である。図表 2-2 は、独立行政法人労働

政策研究・研修機構が 2022 年に総務省統計局の「労働力調査」を元に作成した日本の年

齢階級別労働力率のグラフである。 

 

図表 2-2 年齢階級別労働力率 

 
出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構（2022）統計情報 

「早わかり グラフでみる長期労働統計」12 

 

 グラフを見ると、男性は統計年を問わず、中学校・高校・大学等を卒業する 15～25 歳

にかけて上昇し、定年を迎える 60 歳以降に下落するまで、100%近くを維持しており、グ

ラフは「台形」を描いている。しかし女性は、台形の上底の左側に谷ができており、「M
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字」を描いている。これは、若年層の女性が一度仕事から離れ、出産や育児を経て再び就

業していることを投影している。統計年が進むごとに全体的に労働力率が上昇しており、

就労する女性が着実に増加している様子は窺えるが、いずれも谷が形成されている。また

谷の形から、2 点指摘したい。1 点目は谷の位置、すなわち最も労働力率が低い年齢につ

いて、1970 年は 25～29 歳だが、2021 年は 35～39 歳に移っており、女性の晩産化・晩婚

化が進んでいると考えられる。2 点目は谷の深さについて、1970 年の 25～29 歳の労働力

率が 50%を下回っているのに対し、2021 年の 35～39 歳の労働力率は 80%弱で、ライフイ

ベントを機に仕事から離れる女性は減少していることが推察される。この点は前向きに捉

えられるであろう。総合すると、依然として M 字カーブは残っているが、全体的に改善傾

向にあると言える。 

 直近 10 年の動きを見ると、2013 年には、当時の安倍晋三首相が「日本再興戦略」にお

いて女性活躍を看板政策として打ち出した。「女性の活躍促進や仕事と子育て等の両立支

援に取り組む企業に対するインセンティブの付与等」、「女性のライフステージに応じた支

援」、「男女が共に仕事と子育て・生活等を両立できる環境の整備」の 3 つの柱が掲げら

れ、保育所の整備や保育士の確保、育児休業給付の拡充等が進められた。さらに翌年、

「『日本再興戦略』改訂 2014」において「育児・家事支援環境の拡充」、「企業等における

女性の登用を促進するための環境整備」、「働き方に中立的な税・社会保障等への見直し」

の 3 つの柱を追って示した。これらの成果を確認するべく内閣府の男女共同参画局が公表

している『男女共同参画白書 令和 4 年版』13を見ると、2013 年以降、日本の 15～64 歳の

女性の就業者数・就業率は増加している。足下のコロナ禍により 2020 年は両者とも減少

したが、女性の就業状況は右肩上がりの構図となっている。また、女性が職業を持つこと

に対する意識の変化として、男性・女性ともに「子供ができても、ずっと職業を続ける方

がよい」と考える人が増加している。 

 さらに、女性活躍推進は世界全体で加速している。2015 年 9 月、国連サミットにて、17

の目標と 169 のターゲットからなる SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発

目標）が採択されたことは周知の通りである。その中で、目標 5「ジェンダーの平等を達

成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る」が掲げられており、男女・ジェン

ダーの平等や女性の活躍を促す動きが世界的に起こっている。特に「労働」や「雇用」と

いった分野に焦点を当てると、職業選択の幅や給料、昇進の機会等について男女の差が認

識され、改善のための取り組みが求められている14。 

日本企業の具体的な取り組みとしては、1995 年頃から日本 IBM 等の外資系企業が女性

の活用状況を CSR 報告書で公開するようになったことに端を発する。外資系企業が先行す

る形となったが、自発的な動きというわけではなく、1996 年に制定された ISO14001 への

対応を進める中で取り組まれたことだった（勝田、2014）。なお、女性活躍に関する各企

業の情報は、女性活躍推進法に基づいて厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベー

ス」15で 2016 年 2 月より公表されている。 
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第 2 節 進まぬ女性活躍 

（１）雇用形態の性差 

 以上のように、日本では女性活躍が推進されてきた。しかし、2021 年 3 月に世界経済フ

ォーラム（WEF）が公表したジェンダーギャップ指数 2021 では、日本は 156 カ国中 120

位とされた16。つまり、日本は女性活躍について後進国と言わざるを得ない状況である。

2022 年 1 月 20 日に日本経済新聞が発表した調査結果では、先進的な企業でも自社の計画

通りに目標を達成できたのは 4 割強に留まることも示されている。ステイクホルダーから

の期待に対し、企業は見合う努力やその成果を出すことができていない状況にあると推察

される。 

 就業の形態に着目すると、総務省の労働力調査（2021 年平均）によれば、役員を除く雇

用者のうち正規の職員・従業員が男性は 2334 万人、女性は 1221 万人である一方、非正規

の職員・従業員は男性が 652 万人、女性は 1413 万人であった。すなわち、男性は約 8 割

が正規雇用である一方、女性は正規雇用と非正規雇用が約半数ずつとなっている。労働市

場では正規雇用者とそれを守るための雇用の調整弁としての非正規労働者という構図が成

立しており、その間には組織のためにどれだけプライベートを犠牲にできるかの差がある

（大沢、2019）。出産・育児や介護、すなわちプライベートなイベントに備えて柔軟な雇

用形態を選択する女性の存在が、上述した違いを生じさせていると考えられ、これは M 字

カーブとの関連も推察される。また、どれだけプライベートを犠牲にできるか、すなわち

仕事や組織へコミットの程度は待遇に反映され、したがって女性の賃金は全体的に低くな

る。厚生労働省の賃金構造基本統計調査を見ると、その様子を理解することができる（図

表 2-3）。その他、非正規雇用の柔軟性は不安定性と表裏一体である点、長期的な目線で雇

用されないために能力開発の機会が乏しくなる点等を考慮しても、「キャリアップ」とい

う観点に立つとそれを望む女性にとって現状は喜ばしいものではない。 

 また M 字カーブに関連して、女性のキャリアは転職や再就職が前提になっているという

考え方ができる。出産・育児を挟んだり介護と並行したりしながら正規 → 非正規、非正

規 → 非正規等様々なパターンで職を変えるのである。これは、上述した「組織のために

どれだけプライベートを犠牲にできるか」という点にも繋がるが、女性に対し家庭か仕事

か選択を迫っていると言えるであろう。そして岩田・大沢（2015）は、日本女子大学現代

女性キャリア研究所が 2011 年 11 月に東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県に在住する 25～

49 歳の短期大学・高等専門学校以上の教育を受けた女性 5155 人を対象に行った「女性と

キャリアに関する調査」を分析し、「女性の転職・再就職行動とは、一般的な意味でのキ

ャリア・アップ、すなわち満足度の高い仕事を得て、それに付随して給与等の待遇もアッ

プするというものではなく、それぞれが重視した希望（満足度の高い仕事／給与や勤務地

等の待遇）を満たすべくキャリアの移動をしている」と結論付けている。つまり、仕事そ

のものの楽しさや面白さと待遇のどちらも満たすことは不可能というのである。ただし、

転職・再就職を経験した女性の 7 割が、「転職・再就職をしてよかった」と評価してお

り、満足度の高い仕事と待遇のどちらかを犠牲にしなければいけないことには決して否定
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的ではないことも明らかにしている。しかし、そうして多くの女性が結果的に前向きに受

け止めているとはいえ、そもそも犠牲を迫ることを容認して良いのか、満足度の高い仕事

をしながら待遇も十分に得るという働き方、つまり職業生活と家庭生活の両立は実現でき

ないのか、模索する必要があるであろう。 

 

図表 2-3 性、年齢階級別賃金 

 
出所：厚生労働省「令和 3 年賃金構造基本統計調査」結果の概要 

 

（２）「昇進・登用」への課題感 

 正規雇用内でも、女性の「昇進」や「登用」に課題が残っている。厚生労働省が国内企

業 6,000 社を対象に行った令和 3 年度雇用均等基本調査によると、課長相当職以上（役員

を含む、以下同じ）の管理職について、女性のそれを有する企業の割合は、平成 21

（2009）年度以降 50%台で横ばい状態にある。同じく課長相当職以上の管理職について、

それに占める女性の割合に着目すると、微増傾向ではあるものの令和 3 年度で 12.3%に留

まっている。令和 2（2020）年 10 月 1 日から令和 3（2021）年 9 月 30 日の間に課長相当

職以上についた昇進者に占める女性の割合で言えば、14.5%である。指導的地位に立つ女

性が増えない、少ない現状が窺える。そして、諸外国と比較すると、就業者に占める女性

の割合は大きな差は見受けられない。しかし管理的職業従事者におけるそれは、諸外国よ

り大幅に低い数値となっている（図表 2-4）。 
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図表 2-4 就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合（国際比較） 

 
出所：内閣府 男女共同参画局『男女共同参画白書 令和 3 年版』全体版17 

 

（３）問題提起 

 以上を総合すると、労働・雇用の分野における日本における女性活躍の議論は①女性の

社会的な立場や権利の獲得、②労働力の量的確保、③労働力の質的確保という 3 つの段階

に分けられ、それぞれの達成のために様々な政策やそれに追随する企業の取り組みが打ち

出されてきた。結果、女性が働くフィールドは用意され、女性が働き続けることは一般化

した。しかし、依然として男性よりも女性の方が非正規雇用の割合が高く、それは雇用形

態の変更を余儀なくされていることが影響しているとも考えられ、さらには正規雇用にお

いて昇進・登用が進んでいないという課題が見られる。昇進・登用という観点では、それ

らが女性に適切に期待されていれば、雇用形態を変更することもなく女性の意欲や能力を

引き出すことができ、そうして企業としてパフォーマンスを向上させたり社会的責任を果

たしたりすることが可能なのではないであろうか。また社会学的視点から、より高次の意

思決定に関与する機会やより多くの経済的な利益を得る機会が、女性に対しても広く開か

れるべきであると考える。 

 よって本研究では、女性活躍のうち、特に正社員女性の「昇進・登用」の課題に焦点を

当て、それを促進するべく日本企業に求められることを検討する。正規雇用・非正規雇用

間の問題やそもそも就業に至っていない人々が抱える問題にも議論の余地が残されている

が、ここでは上述の論点に絞る。その理由として以下 3 点を挙げる。1 点目は、昇進・登

用の議論の発展によって女性のキャリアの可能性が広がり、あらゆる雇用形態の女性が自

分の仕事や人生に希望を抱けるようになることを期待するからである。2 点目は、図表 2-4

の通り日本は他国と比較して指導的な地位にいる女性が極端に少ない。この課題に喫緊の

対応が必要であると感じたからである。3 点目は、筆者自身が一人の女性としてキャリア

に対する視野を広げたいと感じたからである。以上を踏まえ論点を絞ることとする。 
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第 3 章 日本企業における女性の「昇進・登用」の阻害要因 

 では、企業内で女性活躍を阻む要因は何なのか。特に「昇進・登用」を阻害している要

素は何か。本間（2010）は、管理職についてジェンダーギャップが生じる要因を社会要

因・個人内要因・組織要因の 3 つに分類し、それらは相互に密接な関係にあるとして図表

3-1 のモデルを提示している。本章では RQ1「日本企業において女性の昇進・登用を阻む

要因は何か」を設定し、このモデルも参考にしながら、企業における女性活躍の阻害要因

を整理していく。 

 

図表 3-1 ジェンダーギャップの統合的モデル 

 
出所：本間道子（2010）「我が国におけるリーダーシップの現状と社会心理学的背景」p.60 

 

 

第 1 節 組織要因 

（１）仕事の内容や方法 

 山極（2021）は女性活躍を「女性に権限、地位、重要な仕事を与えることで組織のパワ

ーバランスを変え、組織を活性化しようとする経営戦略」と定義した上で、その主たる阻

害要因は「半世紀前の男性重用の就労スタイルが続いていることにある」と述べている。

高度経済成長期、主に製造業の発展に沿って終身雇用・年功序列型賃金制度・企業内組合

といった、日本的雇用慣行が形成された。しかし、日本的雇用慣行の対象は「家庭責任を

背負わず仕事に専念できる長期雇用の男性従業員に限られ」、「女性従業員は、結婚・出産

等機に退職が当たり前の短期で補助的な、従って安価な働き手として位置づけられた」。

したがって、経済の主軸が第三次産業へ移り、また人々の暮らしが多様化して女性の社会

進出が進んでも、「男性は専ら生産活動としての企業内分業を担い、女性は最終的な個人

消費の主役になり、家事労働や育児・介護等の家庭生活活動に従事するという、固定的性

別役割分坦が根強く残っている」と山極は指摘している。 
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 また、新卒を一括で採用するシステムの下では、それぞれの社員を教育して一人前にす

るコストや社員の離職によるコストは企業側が負担することになる。したがって、長期勤

続が見込まれる男性を中心に教育を行い、スキルを蓄積させて生産性を高め、長い時間働

いてもらう。一方で離職率が潜在的に高いと想定される女性の社員には始めから別のキャ

リアパスを歩ませ（例：総合職と一般職の区分）、難易度が低く、伴って支払う賃金も低

く済む業務を割り当てるという手法は経済的に合理性があると考えられた。「手厚い人的

投資を実施してスキル形成を進められる労働者には限りがあるため、そうした企業では人

的投資をする労働者の数を絞り、代わりに彼ら（男性）に長時間労働を需要して総労働投

入を確保する人材活用モデルをとってきた」のである（山本、2016）。その男性と同様に

女性にも長時間労働を求めると、仕事中心のバランスを敬遠する女性が同じ職務での就労

の継続を断念したり、正規雇用や総合職という選択肢を自ら避けたりするようになってし

まうのである。 

 そうして女性は補助的な業務や難易度の低い業務、比較的責任の小さい業務が割り当て

られるために、スキルや経験の蓄積が抑えられてしまう。あるいは、仕事へのやりがいや

組織への貢献意欲・帰属意識が薄れてしまう。したがってキャリアアップやそれを志向す

ること自体も難しくなっているのである。 

 

（２）採用 

 そもそも女性を採らないという阻害要因もある。女性活躍を謳いたくても、母数が少な

いためにすぐには謳うことができないのである。図表 3-2 は、企業規模 10 人以上の企業に

おける令和 3（2021）年春卒業の新卒採用者に占める女性の割合を示したものである。全

体で見ても総合職に限定して見ても、「女性採用なし」という企業が直近の数値でも約 4

割あることが分かる。総合職は昇進・登用の機会がより多いと考えられるため、この女性

比率が低いと、結果リーダー候補となる女性社員が不足することとなる。男性のみ採用す

る理由としては「女性の応募が無かった」が突出して多く、その他には「女性の応募はあ

ったが、試験の成績等が採用基準に達していなかった」「採用前に辞退された」等が挙げ

られている1。 
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図表 3-2 新規学卒者に占める女性の割合（企業規模 10 人以上）

 
出所：厚生労働省「令和 3 年度 雇用均等基本調査」より筆者作成 

 

（３）評価と待遇 

 山本が述べたモデルの下では、必然的に労働時間の長さが人事評価における重要な項目

となる。加えて、上述の通りスキルや経験の蓄積という面でも女性は男性に劣るため、評

価やより高い賃金を得づらくなる。また、たとえ女性が男性と同様に働き、成果を挙げて

いたとしても、上司等の評価者が無意識的に女性の評価を下げるというアンコンシャス・

バイアスが作用しているという指摘もある。 

 昇進や登用、指導的地位への着任には、一定のスキルや経験、周囲からの評価、在職・

勤続年数を満たすことが条件となる場合が多い。しかし女性は、複合的な要因から男性よ

りもそれら条件を満たしづらくなっており、ひいては賃金格差も生じているのである。 

 

（４）体制や風土 

 大沢（2019）は、男女のステレオタイプ（（５）で詳述）が浸透している組織におい

て、リーダーの男性比率が高いと、そこでリーダーとなった女性はアイデンティティを守

るために「リーダーという役割」あるいは「女性という集団」から自己を切り離そうとす

ると指摘している。そうして組織への所属間の欠如や、仕事への否定的態度をもたらし、

その結果ウェルビーイングの低下や、他の女性に自分と同じようなキャリアをすすめなく

なるといった事象が発生する。性別役割分担意識が根強く残っている組織では、女性の仕

事への士気が下がり、活躍する女性像は形成されなくなっていくのである。 

 また、そうした風土や本章で挙げる他の要因が女性活躍を阻害しているとして、それを

変革することに対して及び腰な組織では、状況は改善されないであろう。風通しが悪く、

女性活躍に依らない事柄についても十分にコミュニケーションが交わされなければ、変化

のきっかけとなる意見や気づきが表出しない。意見が表出したとしても、コストやリスク

を悲観視して現状維持に甘んじる姿勢では変化は起こらない。さらには、目先の事業やそ

の遂行により高いプライオリティを置くために（あるいはそれを口実にして）、女性活躍



14 

 

推進への取り組みを後手に回してしまうという場合も考えられる。 

 さらには、組織の体制・構成にも阻害要因がある。例えば組織内の一人が育児休暇を取

得した際、人員が不足していたり非効率な業務運営により引き継ぎがうまくされなかった

りすると、組織として日々の業務の対応ができなくなる。このような事態を過剰に恐れ、

組織のメンバーの育児休暇の取得に対し眉を顰める雰囲気や家庭生活にコミットする人を

重要な役職に置くことを避ける傾向が醸成されてしまうことも考えられる。あるいは、欠

員や特定のメンバーへの負荷の偏りに対して助け合ったり協力したりする風土が作られて

いないことも、その原因になると考える。 

 

（５）労働環境 

 日々の労働環境もまた、女性の活躍を阻害する要因となっている。これは特に、仕事と

家庭の両立という観点から、男女を問わず大きな課題となっている。 

 その要素の 1 つが、勤務地である。転勤の有無はライフプランの立てやすさに影響す

る。また、通勤距離の長さやそれに伴う勤務時間の柔軟性の低さも、家庭生活のしやすさ

に影響を及ぼす。そもそも、やりたい仕事がその土地やその拠点にあるのか、場所を問わ

ず仕事に取り組める環境や制度が整備されているかという問題もある。 

 福利厚生も大きな要素である。福利厚生は、法定福利厚生と法定外福利厚生の 2 つに大

別される。前者は設置が法律で義務化されており、企業による社会保険料の負担等が該当

する。後者は各企業が任意に定めることができ、住宅手当や食事代の補助、休暇に関する

諸制度、研修への参加や資格取得のための補助金等が該当する。福利厚生は、従業員の仕

事と家庭の両立やキャリアアップを後押しするのに有効な手段である。しかし、内容が乏

しかったり、充実していても十分に利用されていなかったりすれば、女性活躍推進に繋が

らない。 

 女性がキャリアアップを目指す上で、それを家庭生活を営みながらも可能にする土台づ

くりという意味で、労働環境に関する課題が解決されなければ、女性活躍は実現から遠ざ

かってしまう。 

 

 

第 2 節 社会要因 

（１）社会保障制度 

 行政の面にも阻害要因が存在する。税制や社会保障制度はその一つである。納税における

「103 万の壁」や年金制度における「第三号被保険者制度」（は「主婦」という地位に結び付

いた優遇措置として機能しており、これにより結婚や出産と同時に正規職を離れ、非正規労

働へと移行する構図が出来上がった。女性はこうして劣位を逆手に取り、しかし経済的自立

やスキルの成熟が阻まれた。また、格差を縮小しようと女性の時間当たり賃金を引き上げる

ほど、女性は「103 万の壁」等にぶつからないよう労働時間を減らしてしまうというジレン

マも存在する。あるいは、離婚件数の増加や未婚率の上昇をもって配偶者のいない人が増え



15 

 

た現在、配偶状況によって取り扱いを変える現行の社会保障制度は、時代に即していないと

いう指摘もある2。正社員女性の「昇進・登用」という論点からはやや外れるが、女性活躍

を考える上で重要な観点の一つであるため、ここに記述する。 

 

（２）家庭生活に関する環境整備 

 家族の面倒を見ながらも安心して就労を続け、昇進する展望も描けるようになるために

は、公的な施設やサービスの充実も重要となる。しかし、それには未だ改善の余地が残さ

れている。例えば、子育てに関する社会的な課題の代表例として待機児童問題が挙げられ

る。2020 年 4 月時点で、待機児童数は調査開始以来最小を記録したが、都市部を中心に未

だ待機児童は残っている3。また介護に関しても、少子高齢化も促進要因となって受け皿が

不足していたり、サービスの充実具合に地域差があったりする。これらの課題の原因とな

っている保育・介護に従事する人材の不足や財源の不足等に対しては、国や自治体による

アプローチが必要である。 

 

（３）教育 

 女性活躍の阻害要因は、女性が就業する以前の時期にも発生している。職業の選択肢を

広げるために、また就業のみならず昇進・登用を目指すためには、相応の知識や能力、さ

らには人間性といった部分も求められる。したがって、それらが獲得される場として教育

が広く提供され、機能する必要がある。 

 内閣府の男女共同参画局が公表している学校種類別進学率の推移を確認すると、高等学

校等への進学率は 1980 年頃を境に男女とも 100%に近い水準で推移している。大学への進

学率は全体的に上昇傾向にあり、2020 年度時点で男女とも 50%台となっているが、一貫し

て女性よりも男性の方が高くなっている。その差が縮小されている様子は前向きに捉えら

れるであろう。そして大学院への進学率は、統計が開始された 1965 年以降、高等学校等

や大学への進学率ほどの伸びは見せておらず、また 2020 年度時点で男性は 14.2%、女性は

5.6%と性差がある4。 

 教育の中身・質にも着目すると、性別役割分担の意識やそれに伴うリーダー像の歪み

は、学校教育によっても形成され得る。例えば、中学校において技術・家庭科という科目

は 1990 年までそれぞれ男子・女子のみが履修していた。原・RODRÍGUEZ-PLANAS

（2021）は、それらが男女共修となってからは人々の行動がジェンダー中立的になったと

分析している。その背後には性別役割分担意識の変化があると推測しており、学校教育が

人々のその後の意思決定や行動選択に与える影響の大きさが示唆される。また、年齢が高

い層ほど「男性は市場労働を、女性は家計生産を担う」という価値観を持つ人が多く、世

代間ギャップが存在することも推察できる。つまり、現在企業でリーダーシップを執って

いる層ほど性別役割分担意識が強く、したがってマネジメントの対象となる女性のキャリ

アアップを阻むような認識や扱いをしてしまっている可能性があると考える。 

 あるいは、初等中等教育機関（小学校・中学校・高等学校）において校長を務める女性
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の割合は、小学校で 21.8%、中学校で 7.5%、高等学校で 8.4％と非常に低くなっている5。

校長という身近なリーダーに女性が少ないために、女子生徒は自身が大人になってから同

等の地位に立つことをイメージしづらくなるのではないであろうか。またそれが、日々の

授業や課外活動でのリーダー経験に関する男女間の偏りを助長している可能性もある。 

 

（４）労働市場 

 日本的雇用慣行は長期勤続やその下でのスキルの習熟、画一的な人事制度が前提とさ

れ、職業生活の柔軟性や自由度と引き換えに安定を保証する仕組みとなっている。したが

って、出産や育児等を契機に労働市場から退出した女性の再就職が難しくなっている。ま

た、汎用性や再現性のあるスキル、あるいは専門的なスキルを裏付けに再就職やキャリア

アップを試みようにも、リカレント教育の機会に乏しい現状がある。厚生労働省（2018）

によると、社会人が大学等において教育を受けている割合について、日本は 2.4%と OECD

平均の 10.9%を大きく下回り、OECD 諸国の中で最も低くなっている6。女性が希望する仕

事や役職を得づらい状況を克服するには、労働市場の流動性を高め、官民学の連携によっ

て「やり直し」が効くシステムを構築する必要があると考える。 

 

（５）社会的なジェンダーバイアス 

 スーザン・ピーカー（2009）は、男女間には神経内分泌ホルモンの一つであるテストス

テロンの量や男女の脳の非対称性等によって生物学的差異が生じると説明している。これ

により、男性を表現する言葉として自信・独立・支配・強さ・冒険的・競争・野心・率先

（総合して「作動性」）、女性を表現する言葉として配慮・温かさ・相互依存・従属・協

調・養育・援助・共感（総合して「共同性」）を挙げている。一般的に、企業は「利潤追

求」という明確な目的を持っており、その達成には作動性がより重要と位置付けられる。

また、「男性が稼ぎ、女性が支える」という構図に相補性や階層性が見出される点から

も、そもそも女性が働くことやリーダーシップをとることに不適合性があるという考え方

がある。しかし実際には、仕事を遂行する上で、あるいは組織をまとめたり引っ張ったり

する上で、共同性は大いに必要であろう。多様な経歴や能力、性格を有するメンバーに配

慮し協力すること、特にリーダーについては心理的安全性を与えて交流を活発化させ、必

要な支援や協力を提供すること等、あらゆる組織や場面で共同性は求められる。そして、

リーダーへの適性に関しては、性差よりも個人差が大きいことも明らかになっている（大

沢、2019）。それにも拘らず、個人差に注目せず生物学的差異を拡大解釈してステレオタ

イプを持ち、男性は「女性はこうであるべき」「そうであるはずだ」と無意識のうちに言

動を強要している可能性があり、女性活躍に紐づければ、極端に言えば「女性が働くなん

て」「女性はリーダーに向いていない」という言葉で片付けられてしまうのである。 

 性差別について詳述すると、敵対的性差別主義と好意的性差別主義の 2 種類がある。前

者は「女性がセクシュアリティやフェミニズムによって男性を統制し、男性がもつ勢力を

奪おうとしている」と反感を示すものである。一方で後者は「伝統的な女性の役割を受け



17 

 

入れている女性を崇拝し、好意的に見なす」もので、男女格差を心地よく合理化する。良

かれと思って「○○（男性）がフォローしてくれるよ」「無理しなくていいからね」といっ

た声掛けをすることがその例である。攻撃的な印象から、敵対的性差別主義の方が危険と

感じるかもしれない。しかし、よりその危険性を意識すべきなのは好意的性差別主義で、

なぜなら「女性は無能である」という見解を暗黙に含み、女性の自尊心を低下させる可能

性があるからである。行為者に必ずしも悪意があるわけではないため、性差別であるとい

う事実が認識されにくく、女性活躍を推進する上で大きな障壁となっている。 

 別の観点からステレオタイプについて述べると、職業に対するイメージは実際の仕事内

容よりも現実の男女比を反映する、すなわち男性比率が高い職業ほど男性的な職業と認知

されることが示されている（Tomoko Adachi、2013）。現にリーダーの男性比率が高いこと

が、「リーダー＝男性」というイメージが形成される原因となっているとも考えられる。 

 

 

第 3 節 個人内要因 

（１）家庭生活の構造変化 

 各個人の要因として、まず家庭生活の負担の大きさが挙げられる。共働き家庭が増える

一方、核家族化によって身近に家事や育児や介護について頼れる親族やそれ同等の知人が

存在する家庭が少なくなっており、人々の家庭生活におけるタスク量やそれに伴う身体

的・精神的負担は増大している。固定的性別役割分担が根強く残っていれば、例えば「家

事は女性がやるもの」という暗黙の了解の中で女性がより大きな負担を強いられていると

も考えられる。さらには晩婚化・晩餐化により育児と介護が重なる「ダブルケア」も社会

問題化している。これらの懸念要素が、家庭生活と職業生活の両立やその先のキャリアア

ップを展望しづらくすると考える。 

 

（２）男性と家庭生活 

 付随して、男性の育児・介護等への不参加は近年特に取り上げられている。図表 3-3 を

見ると、全国の事業所における女性の育児休業取得率は平成 19（2007）年度以降 80%台を

維持している一方で、男性のそれは直近の令和 2（2020）年度に 12.65％に達するまで 1 桁

台で推移していた。そのような状況を受け、育児・介護休業法の直近の 2021 年の改正で

「産後パパ育休制度」が創設される等、男性の家庭生活への参加を積極的に後押しする動

きが見られている。しかし、特に労働時間の長さによる人事評価に強く影響を受ける男性

にとっては、所得の低下や昇進が遅れることへの不安が残り、家庭生活への参加には依然

として抵抗を感じるであろう。 
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図表 3-3 育児休業取得率の推移 

出所：厚生労働省（2022）「令和 3 年度 雇用均等基本調査」より筆者加工 

 

（３）昇進意欲 

 次に、女性の昇進意欲の低さを挙げる。独立行政法人労働政策研究・研修機構が 2013

年 3 月に公表した「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査」7によると、 課長以

上への昇進を希望する者の割合は、企業規模を問わず、男性の一般従業員が 50～60％、係

長・主任が約 70%である一方、女性の一般従業員は約 10%、係長・主任は 30%弱と著しく

低くなっている。 

 女性の昇進意欲の低さの原因を独立行政法人労働政策研究・研修機構（2013）と独立行

政法人国立女性教育（2020）の調査結果8を参考に整理すると、大きく 6 つに分けられる。 

① 当該役職に見合う経験や能力がない 

これまでに述べてきた通り、従来の日本企業の雇用慣行や人事制度の下では女性はスキ

ルが蓄積しにくい。必要な経験や適性を持ってないことを自覚し、昇進を目指さない女性

が存在している。 

② 自信がない 

昇進により、責任が重くなったり、仕事量が増えたりすることが想定される。よって昇

進に必要な経験や能力を有していても、自分はその役職に向いていないと尻込みしてしま

う女性が存在している。 

女性が自信を持たない現象に関して、1970 年代に提唱されたインポスター症候群という

言葉がある。これは、客観的に高い評価を得ても、自身の能力や達成したことを肯定的に

捉えずに「運が良かっただけ」「周りに助けられただけ」と過小評価し、周囲を騙してい

る詐欺師（インポスター）のような心理状態になることを指す（日本経済新聞、2021 年 8

月 25 日）。「女性はつつましくあれ」という価値観が刷り込まれるうちに身に付いてしま

う思考習慣で、キャリアアップの機会があっても身の丈に合った職務を好む女性が少なく

ない。同様に、上述した社会全体のジェンダーバイアスが影響を与えていることも大いに

考えられる。坂田（2014）は女性の昇進意欲について、社会的要因としてのジェンダー・

ステレオタイプを視野に入れて解釈することが重要であると述べている。 
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③ そもそも昇進の可能性がない、期待されていると感じない 

雇用形態上昇進することが不可能とされていたり、その役職は男性が務めるものである

と組織内でイメージが固定化されていたりするために、女性が昇進に必要とされるキャリ

アパスを積むことやそうして昇進することが期待されず、そのことを認識した女性は昇進

を目指さなくなる。たとえ昇進が実現するとしても、「異例」とレッテルを張られたり

「出る杭は打たれる」状態になったりすることへの不安から、消極的になってしまうこと

も考えられる。 

④ ロールモデルがいないため、想像できない 

前例が少ないために、そもそも自分が昇進することやその役職で活躍している様子を想

像できず、昇進に興味を抱くことすらないという女性も多い。 

⑤ 現在のキャリアや生活に満足している 

現在の業務内容や役職に満足しているため、苦労してまで上を目指そうという気が起こ

らないという考え方もある。責任が大きくなることで心身の負荷がかかるくらいならば現

状維持を選択するという個人の価値観の問題である。 

⑥ 家庭との両立が困難になる 

特に家庭責任も同時にきちんと果たしたいと考える女性にとって、昇進によって心身の

負荷が増大することが予想できる場合は、家庭生活に割く時間や労力が削られることは望

ましくない。そうして昇進を避けるのである。 

以上を理由に女性の昇進意欲は低くなり、実際に女性の昇進が起こらず、組織内で女性へ

の偏見が再生産されたり人事制度が固定化されたりと負の循環が生まれてしまうと考えら

れる。 

 

 

第 3 節 小括 

 ここまでを総合して、RQ1「日本企業において女性の昇進・登用を阻む要因は何か」の

解を導出する。企業における女性活躍、特に女性の昇進・登用は、本間が論じているよう

に多くの要因が蜘蛛の巣状に絡み合って阻害されていた。固定的な性別役割分担意識が前

提となった雇用慣行や人事制度の下、女性に家庭か仕事かという選択を迫っている。仕事

を選択しても組織から期待されず、また企業内外から十分な支援を受けられず、成長幅は

小さくなる。すると人事評価は低くなり、昇進機会が与えられない。したがって前例がで

きないため、組織は変化に及び腰になり、女性は昇進意欲を削がれる。結果、現在の日本

企業の幹部級は、一様に勤め上げた中高年層の日本人男性で占められていることが多い。 

このような状態では、女性の昇進・登用は進まず、多くの女性が企業へ不満や失望を抱

くばかりで働きがいを感じられないのではないであろうか。そうして人口の半分にあたる

潜在的な意欲や能力を蔑ろにすることで、各企業、あるいは国全体として大きな損失を生

んでいると考察する。 
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第 4 章 女性の「昇進・登用」を実現する人事制度とそのマネジメント 

第 1 節 論点の整理 

本章では、本研究のさらに具体的な視点を 3 つの切り口から定め、提示する。 

第一に、女性のキャリアアップについて、両立支援等の家庭生活との関係ではなく、仕

事そのものや企業の人事制度といった側面に焦点を当てる。図表 4-1 から、企業における

女性役職者が少ない理由を改めて整理すると、労働時間や勤務地や家庭責任に関連する理

由より、「そもそも女性が少ない」「当該役職に必要な経験や能力を有する女性がいない」

といった理由を挙げる企業が多いことが分かる。企業は、社員のワークスタイルに関する

事柄よりも仕事の中身や組織の在り方について強い課題感を抱き、議論すべきであると考

えているのではないであろうか。 

第二に、第 3 章の第 2 節と第 3 節で述べた社会要因や個人内要因ではなく、企業や企業

内の組織としての課題にアプローチする。社会要因を除く理由は、より「企業経営」の視

点に近づけるためである。個人内要因を除く理由としては、その検討の中で昇進意欲の低

さの原因を整理したが、6 つの項目のうち、いずれも女性本人の思いや考えが含まれると

はいえ、②⑤以外は企業内の環境要因が強く影響していると考えたからである。女性個人

に原因を与えるのではなく、企業側の原因を探ることとする。 

 

図表 4-1 女性役職者が少ない理由（複数回答）   

 
出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構（2013） 

「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査」より筆者作成 

 

第三に、役員と従業員（ここでは正社員）を区別して論じるべきであると考えた。労働

基準法第 9・10 条の定義に基づくと、役員は使用者、従業員は労働者という明確な違いが

ある。これに準じて、役員と従業員は責任範囲の大きさやそれに伴って求められるスキル

や経験、働き方や待遇、人数等が大きく異なり、したがって女性活躍に関しても論点を設
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定する度に細かな場合分けが必要になると考える。また、国内企業の役員・管理職ともに

女性の割合は増加しているが、役員についてはその主要な要因が社外取締役の割合の高ま

りであると指摘されている。2013 年から 2016 年にかけて、内部昇進の女性役員の割合は

減少する一方で、社外取締役の割合、あるいは社外取締役と社外監査役を合計した割合は

増加している。同時期において、女性役員数は約 2 倍になっているものの、増加した女性

役員の約 85％は社外取締役と社外監査役であった。さらに、2017 年 7 月末時点で 4 社以

上の社外取締役または社外監査役を兼務している女性が 12 人いることも示されている1。

以上を踏まえると、女性活躍の議論を行うにしても、女性役員については外部から調達さ

れ、また 1 人が複数社のそれを兼務する傾向が強いことから、短期的かつ非常に限られた

人数に対する議論に留まってしまう可能性がある。一方で役員未満の女性管理職について

は、より企業内部の要因に中長期的にわたって影響を受けやすく、対象となる人数も格段

に多いことから、「底上げ」を図る議論が可能になると考える。 

さらに、株式会社帝国データバンクが 2021 年に国内の企業 24,285 社を対象に行った調

査によると、役員よりも管理職の方が、女性が 0 人という企業は少ないものの女性でそれ

らを 20%以上確保している企業も少ないことが分かる。つまり、女性管理職は設置してい

るが 1～2 割程度に留まるという状態にある企業が多いと推測できる。加えて、役員より

もそれ未満の管理職の方が、5 年前と現在・現在と今後の比較で女性が増加した／増加す

ると答えている企業が多い2。以上の 2 点から「女性管理職を増やす」ことにより課題感や

成長性を感じた。 

 

以上を総合して、本研究では女性の昇進・登用、特に女性従業員が社内で管理職等の指

導的地位を得るにあたり直面する組織的な課題に焦点を当てることとし、ここで RQ2「日

本企業において女性の管理職への昇進・登用を促進する人事制度とは」を設定する。この

解を得るべく、まず第 2 節において国内企業の役員未満の女性管理職について現状を改め

て整理しながら、女性管理職が多い企業の特徴をまとめる。次に第 3 節でその特徴に該当

する企業のケーススタディを行い、女性の昇進や登用が進む要因を探る。そうして先進的

な事例から帰納的に習う形で、解を導出する。 

 

 ここで、これから女性の昇進や登用・キャリアアップについて議論する上で、本研究に

おける「女性管理職」を改めて定義づける。 

 女性活躍推進法では、「管理職」とは「課長級」及び課長級より上位の役職にある労働

者の合計をいうとしている。なお「課長級」とは、次のいずれかに該当する者をいうとし

ている。 

1. 事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が二係以上からなり、若

しくは、その構成員が 10 人以上（課長を含む。）のものの長 

2. 同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責

任の程度が「課長級」に相当する者（ただし、一番下の職階ではないこと。）  
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また、日本標準職業分類（2019 年 12 月統計基準設定）の「管理的職業従事者」の説明に

おいても、「事業経営方針の決定・経営方針に基づく執行計画の樹立・作業の監督・統制

など、経営体の全般又は課（課相当を含む）以上の内部組織の経営・管理に従事するもの

をいう」とされている。 

 なお、女性活躍推進法での「一番下の職階」に当たると一般的に考えられる「係長級」

については、「課長級」より下位の役職であって、①事業所で通常「係長」と呼ばれてい

る者又は②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者を

指すものとしている。 

 本研究でも、同法や日本標準職業分類に倣い、課長級以上の役職にあたる労働者につい

て議論を進めることとし（上述の通り、役員は除く）、これを女性が務める場合に「女性

管理職」とする。 

 管理職は一般的に正社員・正規雇用の労働者が務めるという認識がある。正社員とは、

①労働契約の期間の定めがない、②所定労働時間がフルタイムである、③直接雇用である

という 3 つの条件を満たした労働者を指し、したがって①より契約社員や嘱託社員等を、

②よりパートタイマーやアルバイト等が、③より派遣労働者が省かれる3。 

 

 

第 2 節 日本企業における女性管理職の現状 

（１）企業属性別分析 

 第 2 章第 1 節でも述べたように、日本企業の管理職に占める女性の割合は、上昇傾向が

見られるものの、低い水準に留まっている。令和 3 年度雇用均等基本調査の結果を用いて

その事実を企業の属性別に分析すると、企業規模別（図表 4-2）では、数値の最も高い 10

～29 人規模でも係長相当職が 23.8%、課長相当職が 18.2%、部長相当職が 14%である。さ

らに、いずれの役職も総じて企業規模が大きくなるにつれて女性管理職割合は低くなる傾

向が読み取れる。しかしながら、企業規模が 100 人以上になれば、区分毎の差は小さくな

っている。 
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図表 4-2：企業規模別女性管理職割合 

 

出所：厚生労働省「令和 3 年度雇用均等基本調査」より筆者作成 

 

 産業別（図表 4-3）では、第三次産業の女性管理職割合がより高い傾向が読み取れる。

特に「医療、福祉」は突出して高くなっている。これは、女性が圧倒的に多く、女性が主

戦力とされてきた経緯があり、女性が働きやすい環境の整備に従来から取り組んでいると

いう。一方、第二次産業や第三次産業の中でも「電気・ガス・熱供給・水道業」や「運輸

業、郵便業」は、女性管理職割合は低くなっている。その理由として、いわゆる 3K（き

つい、汚い、危険）や「男社会」といった印象から特に若年層の女性にとって働きにくい

業界との固定観念があるという意見が挙げられている4。ただし第二次産業（製造業）は、

女性活躍推進法に基づく認定制度に係る基準における「平均値」5に基づいて考えると、よ

り細かな分類で見れば女性管理職割合に差があることが分かる。「化学工業」「繊維工業」

「食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業」は第三次産業並みに高く、「輸送用機械器

具製造業」や「石油製品・石炭製品製造業」は非常に低くなっている（図表 4-4）。 

 また、図表 4-5 が示すように、女性正社員・正職員割合が高い産業ほど女性管理職割合

も高くなる傾向が見られる。上述の通り、労働・雇用の分野における女性の進出は産業の

高度化がそれを実現した面がある。したがって女性正社員・正職員割合は第三次産業で高

くなっており、管理職候補となる女性や実際に管理職となる女性も多くなると考察する。

実際に髙橋・佐藤（2014）は、女性管理職割合は従業員に占める女性比率が高いこと、特

に 30～39 歳の女性従業員が多いこと、大卒以上の新入社員に占める女性比率が高いこと

と強い相関があることを明らかにしている。 

 なお、企業規模別に女性正社員・正職員割合を見ると、5,000 人以上は 25.1%、1,000～

4,999 人は 27.1%、300～999 人は 27.3%、100～299 人は 28.1%と産業別に見る場合ほど変

わらないことが分かっている。 
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図表 4-3：産業別女性管理職割合 

 
出所：厚生労働省「令和 3 年度雇用均等基本調査」より筆者作成 

 

図表 4-4 製造業における産業別女性管理職割合の平均値 

 
出所：厚生労働省（2022）「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく 

認定制度に係る基準における『平均値』について」より筆者作成 
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図表 4-5 女性正社員・正職員割合と女性管理職割合（産業別） 

 
出所：厚生労働省「令和 3 年度雇用均等基本調査」より筆者作成 

 

（２）マクロ動向 

 政府は、企業の女性管理職割合を高めるための動きを見せている。その一つが、ポジテ

ィブ・アクションの推進である。2002 年に厚生労働省が発表した提言において、ポジティ

ブ・アクションとは「固定的な性別による役割分担意識や過去の経緯から、男女労働者の

間に事実上生じている差があるとき、それを解消しようと、企業が行う自主的かつ積極的

な取り組み」と定義されている6。 

 また、2021 年のコーポレート・ガバナンス・コードの改訂では、 「企業の中核人材に

おける多様性の確保」という題目で、上場企業は管理職における多様性の確保（女性・外

国人・中途採用者の登用）についての考え方と測定可能な自主目標の設定、さらに多様性

の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針をその実施状況とあわせて公表すること

が要求されるようになった7。翌 2022 年 6 月には、金融審議会ディスクロージャーワーキ

ング・グループが「女性管理職比率」に加え「男女間賃金格差」「男性育児休業取得率」

も有価証券報告書へ記載するよう上場企業に義務付けるという報告書案を了承した8。特に

大企業に対して、女性管理職割合を高めるための取り組みの具体化とその状況の公表を強

化する動きが顕著になっている。ただし比較的小規模な企業も例外ではない。例えば、女

性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出や情報公表（女性管理職に関する項目を含み

得る）の義務化の対象がそれまでは 301 人以上の企業であったが、2022 年 4 月 1 日以降は

101 人以上に拡大された。日本では、女性管理職の増加へ向けた議論や取り組みが今まさ

に注力されているのである。 

 

（３）ミクロ動向 

 具体的に、女性管理職を増加させるために企業はどのような施策を行っているのであろ
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うか。一般社団法人日本経営協会が 2021 年に企業・団体の女性管理職および人事担当者

計 769 名を対象に行った調査によると、女性管理職の増加に影響したサポートとして「女

性管理職比率の目標数値を掲げ、底上げを図った」が最も多く挙げられ、「リーダーとし

てのスキル研修」「管理職、管理職候補となった場合の予備知識を得る機会を与えられ

た」が続く。まず、目標を掲げて組織内で問題意識を顕在化させることが有効であり、さ

らに管理職に必要なスキルや知識の取得を促す施策が必要であることが分かる。その他、

「女性管理職の先輩からのフォローがあった」「管理職、管理職候補となったあとに一定

期間の社内フォローがあった」が挙げられ、管理職に就いた際に全般的に支援が受けられ

る・頼る人が存在する環境が整備されていることの重要性も感じられる。 

 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングが 2018 年に正社員として勤務している 25～49 歳

の男女計 4,600 名を対象に行った調査によれば、「女性管理職を増やすために必要だと思う

施策」と「そのうち、自社で取り組みが進んでいる施策」について、ほぼ全ての項目で挙

げられる割合が前者の方が高く、差が大きく開いてしまっている。特に「性別に関係なく

配属を行うこと」「経営層が女性活躍推進のリーダーシップをとること」「性別に関係なく

やりがいのある仕事を与えること」「労働時間の長さではなく、仕事の成果をきちんと評

価すること」等が顕著である。両立支援に関する項目でも同様に挙げられているが、それ

ら以上に配属や評価、組織の体制に関して課題感を持っている様子が窺える9。 

 各調査で取り上げられる要素やその順序は異なれど、日本企業は女性管理職割合を高め

るために多角的に施策を実行し、しかし不十分なものも存在することが考察される。 

 なお、女性管理職個々人の属性に着目すると、約 4 割が配偶者と同居し、約 8 割が家

事・育児・介護の半分以上を担っている。仕事を行う上では、「仕事が面白いこと」「時間

的・精神的な余裕をもって仕事すること」といった自身に関係する事項が重視される一方

で、「取引先・同僚等人や社会とのつながり」「部下の成長」等、他者との関係性について

は重要度が低く置かれている（一般社団法人日本経営協会、2022）。女性の昇進・登用

は、本人らの多くは、職業生活と家庭生活の双方を担い、充実させるという一種の自己実

現と捉えていると考えられる。 

 

 

第 3 節 事例研究 

（１）研究の手法と対象企業 

 RQ2「日本企業において女性の管理職への昇進・登用を促進する人事制度とは」の解を

導出するために、事例研究の形を採用し、複数の先進的な企業の取り組みを調査すること

で考察を深めていく。企業 HP や IR 資料、各種媒体に掲載された記事等を参考に取り組み

をまとめると同時に、担当者へのインタビューを通して詳細を明らかにしていく。 

 研究の対象とする企業は、以下の観点から選定した。 

 女性管理職割合が比較的高い業界に所属する 

 うち、業界平均よりも高い数値を有している10 
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 政府や各種媒体に優良事例等として取り上げられている 

 女性活躍関連の公的な認証の有無や取得年度・取得回数 

 偏った例や極端な例に留まらないよう、異なる業界や規模の企業間で比較を行う 

 以上に該当する 4 社（図表 4-6）に対し、メールまたはオンラインミーティング（60 分

程度）でインタビューを実施する機会を得た。文献調査では把握し切れなかった部分や担

当者の思い・考えを確認することを主目的としている。質問は半構造化されており、共通

して質問した事項は資料Ⅱにまとめた 8 点である。その他、各社の状況や回答の内容に合

わせて追加している。 

 

図表 4-6 事例研究の対象企業 

 

 

（２）研究結果 

① アフラック生命保険株式会社 

 アフラック生命保険株式会社（以下、アフラック）は、生命保険業を主に営む社員数約

5,000 人規模の企業である。1974 年に米国本社の日本支店として参入し、日本で初めてが

ん保険を販売した。2018 年 4 月には日本法人化している。 

 

 アフラックは創業時のメンバー16 名のうち 9 名が女性であり、入社後の役割期待や教

育、評価について男女差を設けていなかった。当時ベンチャー企業であった同社には四大

卒の男性が入社したがらず、一方では四大卒を卒業した女性の就職先は少なかったため、

代わりにそのような優秀な女性が入社したことが背景にある。よって女性の活躍は当然の

風土として定着し、1997 年には生命保険業界で最も早く女性役員を輩出するなど、女性の

昇進・登用の領域でも業界を牽引する立場となった。しかし、業界全体で女性活躍に進展

があり、また企業規模の拡大に伴ってポスト（分母）が増加したものの管理職となり得る

女性が育っておらず、その人数（分子）が伴って増加しなかったことにより、2014 年には

女性管理職比率が業界平均と差がない状態になっていた。そこで、2015 年の女性活躍推進

法成立に先立って『女性の活躍推進プログラム』を策定し、①2020 年末までに、指導的立

場（課長以上）に占める女性社員割合を 30%以上にする、②2025 年末までに、ライン長ポ
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ストに占める女性割合を 30%以上にするという 2 つの KPI を掲げた。30%という数字は、

閾値であり、少数派でなくなる目安である。①は 1 年前倒しで達成し、その後も 30%以上

を維持、2022 年 1 月 1 日時点で 31.4%となっている。②は同時点で 23.3%に達している

11。現在は、『アフラック Work SMART』という名のもと、ダイバーシティ推進と働き方改

革を経営戦略として両輪で推進している。 

 

 昇進・登用のプロセスを詳述すると、以前は試験と面接が行われていた。試験は外部の

業者のもので、当人の能力が点数化される。これが足切りの目的で利用され、パスした人

が面接を受けることになる。面接では「変革を起こした経験」「リーダーシップを発揮し

た経験」「管理職になって何をしたいのか」が聞かれていた。しかし現在は、管理職は

2021 年 1 月から、一般社員は 2022 年 1 月からジョブ型の人事制度に移行したことによ

り、昇進・登用は職務記述書に基づいて決められている。職務記述書に明記されたそのポ

ストに必要な能力と意欲がある社員を、役員や部長が自分の部門を見回して、適所適材で

アサインしている。同時に、ジョブポスティング（公募）制度も普及している。部門を問

わず社内の広くから、レポートと面接によりポストに合う人材を選抜する。 

 

 アフラックが女性活躍推進について女性管理職の増加を含む成果を上げられている要因

は、以下 3 点挙げられる。 

 1 点目は、強烈な危機感を持つことである。同社の女性活躍推進は、「外部環境等の様々

な変化に晒されて、イノベーションを起こさなければ経営が立ち行かなくなるという強烈

な危機感」に端を発する。もとはがん保険専売の企業であったため、それを「どう売る

か」は得意でも、「何を売るか」を考える風土が無かった。その風穴を開ける一つの手段

として、女性活躍に着手している。現在推進している『アフラック Work SMART』も、

様々な部署の様々なところから連続的にイノベーションが起こる企業文化を醸成する必要

があるという考えに基づいている。社会の風潮や他社の動向を見て受動的に取り組みを行

うのではなく、自社に合った課題解決を主体的に試みているために、実効性を持たせられ

ているのであろう。 

 2 点目は、トップのコミットメントである。アフラックは『女性の活躍推進プログラ

ム』において、重要 6 領域として「経営トップのコミットメント」「推進体制の強化」「管

理職のアカウンタビリティ」「女性のキャリア開発・育成・登用」「多様な働き方の促進」

「業務プロセス・評価プロセスの見える化」を掲げているが、特に「経営トップのコミッ

トメント」を社長自身が最も重要と認識しているという。実際に、同社の女性活躍推進の

中枢にもなっているダイバーシティ推進委員会は、社長自らが委員長を務めている。常務

以上の役員による意思決定の場として 9 つの委員会が設けられているが、うち社長が委員

長を務めるのは 2 つで、トップのコミットメントが明確に感じられる。また、2 年に 1 度

Aflac Global Diversity Conference を開催し、日米の経営陣が社員にダイバーシティ推進等の

意義を伝え、社員がディスカッションを行う機会を設けている。これらによって、社員に
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対し女性活躍推進は全社的な課題であることを意識させているのである。 

 3 点目は、体系的に取り組むことである。女性活躍を阻む要因は複数存在し、それぞれ

が複雑に絡み合っている。したがって、1 つの要因を取り除くだけ、小手先の対策を行う

だけでは女性活躍は実現しない。各領域の課題とそれに対する打ち手を明確にし、網羅的

に取り組むことが重要である。アフラックはこれを認識し、『女性の活躍推進プログラ

ム』の策定を通して体系的に取り組みを行っている。より課題の大きい領域に対しては重

点的に打ち手を講じることもある。例えば、女性管理職比率が伸び悩んでいた 2014 年時

点でポスト別に男女差を分析したところ、女性社員は管理職手前の課長代理層と課長代理

層手前の主任層で滞留していることが判明した。よって同社は、課長代理層と主任層の女

性に焦点を当てた研修を開催するなど、集中的な育成を行っている。 

 

 アフラックの女性管理職の増加に特に寄与した具体的な施策としては、ジョブ型人事制

度が挙げられる。上述の通り、同社はかつて試験と面接によって昇進・登用を決めてお

り、それは「滞留年数」や「飛び級」といった概念が伴う年功序列的な制度になってい

た。しかし現在は意欲と能力さえあれば、年次や経験は問われない。したがって、女性が

ライフイベントにより職場を離れることが予想されたり、実際に離れたりした場合でも、

その間に年数や経験を積む男性とのギャップが発生することを憂慮することなく勤めるこ

とが可能になる。ただし、運用の段階には課題がある。以前の制度であれば順当に昇進し

ていた社員が、現在の制度によってそれを阻まれるという事態が発生し得る。女性活躍の

文脈で述べると、これに該当するのは男性である。昇進が見送られることを当人にどのよ

うに説明し、その後どのように働いてもらうのか、検討する必要がある。しかし、社員が

メンバーシップ型雇用に安住することなく、能力や成果に重きを置いた制度下で危機感を

持って業務に当たることで、企業の活性化に繋がるとも考えられるであろう。 

 

 女性管理職の増加による効果は、以下 4 点において実感しているという。 

 1 点目は、社員間でのパイプラインの形成である。上述したように、アフラックは 2014

年時点で、女性社員は男性社員と比較して管理職手前の課長代理層と課長代理層手前の主

任層で滞留していた。しかし体系的な女性活躍推進により、2022 年までに課長代理層は

138 人から 446 人に、主任層は 828 人から 1037 人に増加した（図表 4-8）。採用時点では男

女比は半々または女性がやや多く、社員数全体でも「男女ほぼ同数ですので、どの層も男

女同数となっている状態が本来のあるべき姿」であるとしている12。 
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図表 4-8 階層別のパイプライン形成 

 
出所：アフラック生命保険株式会社 提供資料 

 

パイプラインの形成は、女性活躍を「企業文化」として定着させるのに非常に重要であ

る。一口に女性活躍と言っても、職業生活と家庭生活の両立を実現して離職を減らすフェ

ーズではなく、それを超えて、両立しながらキャリアアップを目指すことに主眼を置くも

のである。アフラックは女性活躍推進について、「文化は戦略を朝飯前に食べてしまう」

という言葉があるように、組織風土の変革が何より難しく、しかし重要な事柄であると強

調する。同社では、パイプラインが形成されるにつれ、女性も「課長代理を目指すのは当

たり前」という空気が醸成されてきた。このように、単に取り組みを行って満足するので

はなく、組織に確実な変化をもたらし、文化として定着させることが、長期的かつ効果的

な女性活躍推進には不可欠であると考える。 

 2 点目は、適切な意欲と能力のある人材が管理職に多く就いていることである。指導的

立場に要する能力を潜在的に持ち合わせていた女性社員が、環境整備によってそれらに就

くことが可能となり、組織にとって合理的な人員配置ができるようになったのである。 

 これに関連して、3 点目はエンゲージメントの向上である。2014 年と 2021 年に行われ

た社内の意識調査の結果によると、「当社には、性別や年齢に関係なく多様な人財が活躍

できる風土がある」と感じている社員は 62.2%から 84.5%に増加している。さらに、「当社

は、社員一人ひとりを大切にしている会社だと思う」と感じている社員の割合は 42.5%か

ら 71.3%に増えている。女性活躍を含むダイバーシティの推進により、社員の会社への好

感や帰属意識が十分に醸成されていることが分かる。管理職について述べれば、単に「女

性だから」という理由で管理職を諦めていた意欲も能力もある女性社員が、役職に就いて

花開いていることで、より強いエンゲージメントを感じているのであろう。 

 最後に、社風としての柔軟性の向上である。ダイバーシティ推進の結果が女性管理職の

増加という形を一例として可視化されたことで、「会社が変わったと社員が実感し、変化
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を柔軟に受け入れる土壌ができてきた」という13。「変化が激しい時代には、これまでの成

功体験に囚われることなく、企業も個人も、変化に柔軟に対応し、想定外のショックへの

強靱性（レジリエンス）を高めていく変革力が求められる」14ため、その起点の一つとし

て女性管理職の増加を含む女性活躍推進に取り組むことの有用性を、アフラックは示して

いる。 

 

 しかし、女性管理職の増加に関してアフラックには以下 2 点の課題が残っている。 

 まず、ジョブ型人事制度の運用時の課題としても言及したが、以前は管理職に昇進でき

ていたであろう男性社員が、それが叶わず、モチベーションが低下したり社外へ流出した

りしてしまうことである。前段で、女性管理職の増加による効果としてエンゲージメント

の向上を挙げた。しかし一部の男性社員は、既得権益を奪われ、脅威を感じ、働きがいや

会社への帰属意識を失っている可能性がある。アフラックはこの点について、組織の活性

化の観点ではやむを得ないとし、同時に若手を育成してチャンスを増やすこと、加えて現

在の管理職がパフォーマンスを出せるようにリカレントを施すことが必要であると認識し

ている。 

 次に、女性管理職割合の部門間の差である。2025 年末までにライン長ポスト15の女性割

合 30%以上という目標に向け、2022 年末にはライン長ポストの女性割合が 25%になる見通

しが立てられている。しかし、全社的に捉えれば 25%でも、事務部門は高く、営業・企画

部門は低いという現状がある（図表 4-9）。よってアフラックは、偏在のない配置を行うべ

く、各部門の課題を特定し、個別に解決策を検討している。 

 

図表 4-9 ライン長ポストに占める女性割合の部門別比較

 
出所：アフラック生命保険株式会社 提供資料 
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② A 社 

 A 社は、持株会社の傘下に、主に銀行業を営む企業を複数有する企業グループである。

連結従業員数は、2022 年 3 月末時点で約 20,000 人となっている。匿名希望のため、本論

文では便宜上「A 社」と表記する。 

 

 A 社の女性活躍推進の出発点は、2000 年代初頭の経営危機にある。資金が不足し、社員

の賞与も支給できない状況に陥ったため、一家の大黒柱を担う男性社員の多くが社外へ流

出してしまった。したがって、残った社員である女性が業務を回していかざるを得なくな

った。よって経営改革の一翼として女性活躍を推進し、2005 年には女性従業員の声を経営

に反映させることを目的とした経営直轄の諮問機関を発足させた。このように、経営危機

に瀕したとはいえ比較的早い時期に女性活躍推進に取り掛かったことが幸いし、現在ライ

ン管理職16の女性割合はグループ合算で 31.2%、うち経営職階17では 12.8%となっている

（A 社 2022 年度統合報告書）。 

 

 A 社の昇進・登用のプロセスは、まず各役職について資格要件と職務要件が公開され

る。資格要件には簿記や FP 等外部のものが利用され、職務要件にはどの程度の業務を遂

行できるかという内容が記述されている。そして、それらを満たす社員が所属長の推薦を

受けた上で試験と面接に臨む。所属長の推薦を受けるにあたっては、面談の機会が頻繁に

用意されている。経験を比較的重要視しているため、管理職に就くことができる最短の年

次が目安として存在するが、徐々に引き下げられているという。 

 

 A 社が女性管理職の増加を含む女性活躍推進を成功させた要因は、アフラックと同じ

「強烈な危機感を持つこと」「トップのコミットメント」「体系的に取り組むこと」の 3 点

に集約できる。 

 アフラックは外部環境の変化に伴う危機感を女性活躍推進の動機としていた。一方 A 社

は、経営難に陥り人材が流出したことで、そのように内実は違えど危機感を抱き、女性活

躍推進に取り掛かっている。したがって、より強い当事者意識の下、実効性の高い取り組

みを行うことができていると考える。 

 そして、A 社もトップのコミットメントが顕著である。経営の再建に取り組んだ当時の

会長は、「女性が頑張らなければ A 社の再建はない」という強い信念を全社に発信し続け

た。そうしてトップダウンで迅速かつ強力に取り組みが推進されたことで、確かに変化が

現れたのである。 

 最後に A 社は、その女性活躍推進の成果は、特定の施策が効いたというより、両立支

援・研修・人事制度等の各領域において手広く施策を講じたことによって得られたと認識

している。やはり女性活躍の実現には、その阻害要因を多角的に分析し、それらに対して

綻びを作らぬよう包括的に取り組むことが有効なのであろう。 
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 A 社の女性管理職の増加は、人事制度の変遷とともに語られる。同社は 2004 年、「女性

の登用を増やすには女性自身の意識改革も必要である」という意識の下、総合職と一般職

の区分を廃止し、勤務地の範囲に基づいた人事制度に転換した。2008 年にはその制度も廃

止して、おおよその勤務地（関東または関西）と業務分野（個人向け事業・法人向け事

業・窓口や管理部門）を選択するという制度となった。さらに 2019 年には、業務分野を

個人向け事業と法人向け事業の 2 つに絞り、従来多くの女性が担っていたためにそのイメ

ージが根強く残っていた「窓口のみ」という概念をなくした。以上の変遷を経て、男女の

差が生まれる原因となっていた職種の壁が取り払われていったのである。 

 直近の動向としては、2021 年 4 月に再び人事制度が改定された。業務分野がより細かく

区分され、その専門性を高めることが奨励される制度となっている。これは、社会全体と

してジョブ型へ移行する潮流を汲んでいる。銀行はこれまで「支店で役職を順当に上げて

いき、支店長になる」という単線的なキャリアパスが王道であった。しかし、そのままで

は外部環境の変化に対応できないという意識が芽生え、専門性を尊重するキャリアパスの

構築や、専門性を持つ外部人材の受け入れ（中途採用）を促進し、複線的な人事制度に変

化させている。これにより、社員の自律的なキャリア形成や多様性の受容が期待でき、キ

ャリアアップを目指す女性にとっては障壁が少なく、低くなっていくと考える。 

 現在は、女性社員が管理職を目指したり実際に登用されたりすることは当たり前となっ

ているという。以前は「どうして私が管理職にならないといけないのか」と泣きつかれる

こともあったが、今はむしろ「どうして私は管理職になれないのか」と迫る女性社員も存

在する。また、新入社員のキャリア観や人生観についても、以前との違いを感じていると

いう。全員が総合職として入社するため、それに沿ったキャリア像や人生設計を持ってい

るのである。なお、新卒は男女半々で採用している。 

 

 女性管理職の増加による効果は、以下 2 点を認識している。 

 まずアフラックと似た観点として、多様性の実現により社風として変化や柔軟な対応を

受け入れる土壌が作られたことである。A 社は多様性や柔軟性はイノベーションの源泉と

捉えており、女性活躍推進を企業価値や強靭性の向上に結び付けている。 

 次に、特に個人事業において、女性の視点が商品やサービスにより反映され、活かされ

る点である。個人事業の顧客は、変化はあるものの女性が多い傾向にある。したがって、

女性に寄り添った商品やサービスの提供を行うにあたり、女性がリーダーシップをとるこ

とは効果的であるという。 

 

 今後は、上位管理職に女性を増やすことが課題となる。A 社は 2030 年度までに全ての女

性管理職比率の項目で 2021 年度の数値+10%以上、すなわちライン管理職では 40%以上、

経営職階では 20%以上を目指すとしている。いずれも非常に高い目標であり、特に経営職

階については自然体でマネジメントしていては達成が難しいという。経営職階に就く目安

となる年次に現在該当する女性社員は、多くが当時の一般職として入社している。ライン
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管理職は各課のスペシャリストであるため、一般職の経験でも突き詰めれば就くことが可

能である。しかし経営職階は、様々な業務や社員を統合する立場であるため、組織を多方

面から俯瞰できる必要がある。したがって、一般職の経験の比重が大きい社員をそれに登

用する筋道が立てづらいのである。現在 30 代前半～半ばで、総合職と一般職の区分が廃

止されて新制度が定着した頃に入社した社員が 40 代に突入する頃には、女性の上位管理

職も自然増すると見込まれる。なぜなら、これまでに女性の昇進・登用を阻む様々な障壁

を取り除いて素地を作っており、加えて以前の同年代の社員よりも入社時から幅広い業務

に携わっているからである。しかし A 社は、それを補強する打ち手を講じている。例え

ば、毎年約 20 名の女性社員を対象に、施策を企画し、経営陣に提言する機会を設けてい

る。「企画」の経験が乏しかった女性社員に向けて、新しい領域・より難易度の高い領域

に挑戦する機会を与えることで、キャリアアップへの意識の醸成が期待できるであろう。

また、提言された施策はほぼ毎年実現している。経営陣が気づきを得られたり、実際に社

内に変化がもたらされたり、さらにはそうして自身が広く影響を与える経験を女性社員が

享受できる点で効果的であると考える。 

 

 

③ 株式会社プラザ企画 

 株式会社プラザ企画（以下、プラザ企画）は、岩手県にて宿泊・飲食サービス業を営む

従業員数 123 人の小規模な企業である。2022 年 9 月 30 日時点でプラチナえるぼし認定18を

与えられている 29 社のうちの 1 社である。 

 

 プラザ企画は、1985 年に同社を創業した女性自身が母子家庭であり、宿泊業を続けなが

ら子育てをしていたため、当初から女性が結婚や出産を機に仕事を辞めるという発想が存

在していなかった。そして 2 代目である現在の社長は、日本の少子高齢化の動きを読み取

り、宿泊業も本格的な人手不足になることへ危機感を抱いて、女性や高齢者、障がい者の

採用に積極的に乗り出した。2022 年 5 月 11 日時点で 16.7%となっている。 

 

 昇進・登用については、年齢と性別へのこだわりを払拭し、フラットな組織の構造と風

土を作るべく、部課長制を廃止している。そして、機能ごとにチームを形成し、それぞれ

リーダーを設置している。次代のリーダーは、リーダー達自身で選定し、本人の了解を得

た後、トップ決裁で決められている。このプロセスを採用したことで、女性の（「リーダ

ー」への）登用が進んだ。 

 プラザ企画のような中小企業の多くは、資本と経営と執行が分離されていない同族会社

であり、昇進・登用は「年功序列+社長のお気に入り」という形で決められることが多い

という。一方でプラザ企画は、対象となる社員は年次を問われず、現場の社員の手によっ

て選定されるという正反対のアプローチを採っている。 
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 昇進・登用に関わらず、フラットな組織を作るため、また多様性や柔軟性を確保するた

めに、アフラックや A 社の直近の動向のようにジョブ型の考えを取り入れて、メンバーシ

ップ型とジョブ型を併用した人事制度を採っている（図表 4-10）。これにより、女性管理

職という形を含む様々なタイプの従業員が共存でき、よって現場の繁閑や従業員のライフ

スタイルの変化に対応しやすくなるという。また、抜擢人事も可能になり、ジョブポステ

ィング制度の導入も予定している。 

 

図表 4-10 一般的な企業とプラザ企画の人事制度の比較

 
出所：株式会社プラザ企画 提供資料を参考に筆者作成 

 

 

④ 株式会社ベネッセコーポレーション 

 株式会社ベネッセコーポレーション（以下、ベネッセ）は、岡山県を本拠地として教育

業を主に営む従業員数約 2,500 人規模の企業である。1955 年に創業し（1 代目）、2009 年

に持株会社へ移行して「株式会社ベネッセホールディングス」に商号を変更した。同時

に、完全子会社として 2 代目となる「株式会社ベネッセコーポレーション」を設立し、現

在に至る。本研究では、1 代目と 2 代目の双方を対象とする。 

 

 ベネッセは約 45 年の女性活躍の歴史を持つ。前身の福武書店時代、1970 年代に、事業

がうまく拡大したため人手不足に陥った。「地方の小さな会社に、いかにして優秀な人材

を呼び込もうか」と切迫し、目をつけたのが女性であった。以降、採用は男女半々、一般

職はなく全員総合職として入社している。当時としては珍しく処遇にも男女差がなく、性

別によって配慮をすることがないカルチャーが出来上がっていた。その後、1980 年代後半

からは育休の制限撤廃やコアタイムの短縮といった女性社員の定着のための施策に注力

し、90 年代半ばからは個々のワークスタイル・ライフスタイルにより高い自由度を与える
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施策を導入した。2004 年以降は、子育てだけでなく介護や社員自身の健康等に視点を置い

た施策にも取り掛かり、「出産・育児休暇や時短制度などによる『両立支援』のステージ

を超えて、両立しながらの『キャリア支援』を主軸にして」いる。2022 年 4 月時点の女性

従業員割合は 52%、うち課長層が 35%、部長層が 31%となっている19。 

 

 ベネッセの昇進・登用のプロセスは、A 社と同様、公表された役職の要件を満たす社員

が上司の推薦を受けて試験を受験する。要件として年次は問われず、また客観的なスキル

よりもビジョンが重視される。試験の内容は、これまでの成果とこれからの目標を幹部ク

ラスの社員にプレゼンするというものである。一方で、管理職を志向せず、専門性を高

め、評価されていく「エキスパート職」というキャリアパスも設けられている。 

 

 女性管理職の増加を含む女性活躍の実現のために求められる要素を、ベネッセは先に取

り上げた 3 社とは異なる観点から 2 点挙げた。 

 第一に、期待をすることである。順当に仕事を任せられ、こなしていく男性社員を目に

したり、上位の役職に就いている女性が少ない環境に身を置いていたりすると、女性社員

は「自分はできない」「自分にはその資格がない」と学習する。これは、学習性無力感と

呼ばれる。あるいは、キャリアよりライフイベントに軸足を置くことになった際、割り振

る仕事を責任や負担の小さいものに留めるなど周囲の人々が配慮してくれるものの、かえ

って自身の非力さを感じ、学習性無力感を獲得する例もある。そうした過度な配慮は、結

果としてその社員の経験や訓練の機会を奪ってしまう可能性がある。よってベネッセで

は、仕事を任せることを前提に、どうすれば遂行できるのか、必要な支援は何かを考える

ようにしているという。そうして前例が作られ、さらに期待され、性差なく活躍できる環

境や風土が作られていくのであろう。 

 第二に、機会、特に情報を与えることである。女性はライフイベントで職場を離れるだ

けでなく、以前は特に、男性にはたばこ休憩の時間等で上司と部下がお互いの仕事や人柄

を知る機会がより多くあったため、昇進・登用に関する情報格差が男女間で生まれてしま

っていた。日本は国民性や雇用慣行上、行間や場の空気を読むことを是とする面があるた

め、情報をいかにフェアに共有するかが重要になるという。 

 

 特に学習性無力感を排除し、期待することを具現化した施策が、全員を総合職とする人

事制度である。一般職の区分を設けてしまうと、その時点で自身の可能性を狭く認知して

しまい、昇進・登用へのハードルが高くなる。その点、スタート地点を均等にすることは

女性管理職の増加に有効である。 

 

 女性管理職の増加による効果としては、A 社のように、商品やサービスに女性視点が落

とし込まれ、活用される点が感じられている。教育業は広く多様な人の生活に根差し、人

生を支えるものであるため、男性または女性のみの視点で提供される商品やサービスで
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は、顧客のニーズとずれが生じ、満足してもらえない可能性が高い。したがって事業を推

進する人材は、性差がないだけでなく、多様な背景や生活環境等を持っていることが望ま

れる。 

 

 一方で、アフラックと似た、組織間の男女偏在という課題も残っている。一部の転勤が

激しい部署は、その管理職を含め未だ男性が顕著に多くなっている。それらに所属する約

200 人の社員にはインセンティブを与えており、個々の状況や適性に合わせているとも説

明できるが、問題意識を抱いているという。 

 

（３）考察 

 事例研究の結果を踏まえ、RQ2「日本企業において女性の管理職への昇進・登用を促進

する人事制度とは」に対する考察を行う。 

 まず、女性管理職の増加に求められる人事制度について、それを構築・運用するにあた

り必要な「意識」と実際の「施策」の 2 つの観点で整理する。 

 

 意識という観点からは、以下 3 点を特筆したい。 

 1 点目は、危機感を持つことである。アフラックは外部環境の変化による既存の経営へ

の憂慮、プラザ企画はそれに伴う人手不足への懸念、A 社は実際に経営危機に陥り、ベネ

ッセは事業が拡大して人手不足がまさに発生したことを起点に、それぞれ危機感を持って

女性活躍に取り掛かっている。女性管理職という視点に絞って述べれば、それが少ないこ

と、増やすこと自体は喫緊の課題とはならないであろう。しかし、後述するように、量

的・質的な労働力として女性を確保し、定着させ、企業としてのパフォーマンスや価値の

向上に繋げるのに不可欠な一側面となる。よって管理職数の男女差は確かに危惧され、速

やかに解決されるべきである。危機感が動機となれば、より強い当事者意識を伴って、実

効性の高い取り組みができると考える。必ずしも実際に人手不足や経営危機を経験する必

要はない。環境変化や社会的要請を機微に感じ取り、しかし受動的になることなく、主体

的に制度の設計や運用に携わるべきである。 

 2 点目は、トップを含む経営層のコミットメントである。社長等のトップが本気で取り

組んでいる姿を見せ続けることで、それらが一過性のものではなく経営戦略であると社内

外に認識されることができる。取り組みの全社的な実効性を確保するのに必要な観点であ

る。その際、トップダウンの迅速さや影響力の大きさを活かすことで、施策の実効性が確

保され、経路依存性に陥る事態を防ぎやすくなると考える。管理職に女性を置くことを含

め、女性活躍推進はそれまでの慣習や文化を根本から覆す行為である。企業規模が大きく

社内の階層が多いほど、トップダウンの効力は大きくなり、よってトップのコミットメン

トが一層重要となるであろう。 

 3 点目は女性社員に対して積極的に期待や関心を向けたり、機会や情報を与えたりする

姿勢である。ベネッセにおいて述べたように、これまで女性は順当に経験を積んでいく男
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性と自身を対比したり、ライフイベントを経て過度な配慮を受けたりすることで、学習性

無気力感を抱くなどして活躍する展望を描きづらくなっていた。そうして女性社員の昇

進・登用への意欲が意識的・無意識的ともに削がれないよう、組織として女性活躍を表立

って掲げたり、あるいは一人一人が女性へ期待を表明し、具体的な選択肢や情報を提供し

たりすることが必要であると考える。A 社が上位管理職を増やすべく実行している、女性

社員に企画や経営陣への提言をする機会を与える取り組みは参考となるであろう。裁量が

大きくチャレンジングなタスクは、達成時に自己効力感や自信を得られる。加えてフィー

ドバックを得られると、組織からの承認や組織への貢献を実感できる。それらは、女性社

員個々人が昇進・登用への自覚を生むだけでなく、組織としても女性の昇進・登用の実現

可能性を試し、高める機会となる。ただし、ベネッセは「女性・男性と抽象度の高い言葉

で議論すると見失うものがある。個人を尊重すること、性差ではなく個人差に注目するこ

とが重要」とも語っている。 

 以上をもって、下述する制度・施策が構築され、運用されることが望まれる。 

 

 施策という観点からは、以下 2 点を提示する。 

 まず、各施策は互いに作用するよう体系的に組まれるべきである。複数かつ複雑に存在

する女性活躍の阻害要因を、単発的な施策で取り除くことは不可能であろう。アフラック

の『女性の活躍推進プログラム』のように、各領域が網羅的にカバーされ、相互に好影響

を及ぼすことが期待される推進体制を築く必要があると考える。 

 そして、より実務に近く、よく議論されるべき点として、ジョブ型人事制度への移行が

挙げられる。第 3 章第 1 節で述べたように、日本企業では一般的に、終身雇用・年功序列

型賃金制度・新卒一括採用といったメンバーシップ型雇用慣行が形成され、それが女性管

理職の誕生を含む女性活躍を阻害する要因となっていることが示唆されている。事例とし

て取り上げた 4 社の人事制度は、アフラックは完全にジョブ型へ移行しているほか、プラ

ザ企画はメンバーシップ型と併用し、A 社やベネッセも一部ジョブ型を取り入れていた。

この傾向に基づくと、管理職となる女性を増やすためには、部分的にでもジョブ型人事制

度を許容し、取り入れることが有効ではないであろうか。プラザ企画は、「外部環境の変

化を踏まえると、前提を変える必要がある。人事システムがこれまでと同じで良い合理性

がもうない」と言い切っている。 

 ジョブ型人事制度の特徴の一つとして、評価の際に年次や経験を特別に問わない成果・

能力主義が挙げられる。実際にアフラックとプラザ企画は、昇進・登用を決めるにあたっ

て、受験する年次の目安が存在する試験や経験を尋ねる面接を行わず、「抜擢人事」や

「公募」の現実性を示していた。これにより、女性社員はライフイベント等の間に男性社

員との年数や経験の差が開いてしまうことを憂慮することなく、管理職を含むキャリアを

展望できる。また、客観的な能力や成果を重視するために、バイアスのかかった評価を排

除し得るであろう。 

 ただし、本来はライフイベントへのコミットの具合の男女差から解消されるべきという
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論点もある。それが解消されなければ、たとえ能力や成果を重視する評価を行うと謳って

も、能力開発の機会や成果を示す場が結果的に女性は少なくなり、不均等が生じてしまう

からである。ライフイベントへの関与度の男女差は、社会的要因にも起因すると考えられ

る。この点に、組織としての女性社員への積極的な期待表明や機会提供の意義を説明でき

る。例えば企業は、上述の通り、対象を女性社員に絞った能力開発に関する施策を用意し

て、そのキャッチアップを促すといった試みができるであろう。あるいは、男性の家庭生

活への参加を促す施策を用意するというアプローチも考えられる。 

 しかし、長年置かれてきた制度の転換は、特に歴史ある大規模な企業ほど容易ではない

と推察される。企業の属性によっては、メンバーシップ型人事制度の方が相応しいことも

大いに考えられる。その中で、一つの手法として職域（責任範囲）の拡大を提案する。A

社やベネッセが、一般職を廃止し、社員全員を総合職として扱っていることを参考にされ

たい。責任範囲の小さい仕事やキャリアパス（一般職等）は、それを選択する当人は端か

ら昇進意欲を無意識的に削がれ、組織としても他方（総合職等）との壁を作ってしまう。

その他の領域は変えずとも、責任範囲を拡げたり、さらにはそれを全ての職種に適用した

りすれば、より多くの（女性）社員が昇進・登用の可能性を実感できるのではないであろ

うか。その際、A 社において述べたように、求められる能力やその基準は当然変わるた

め、組織として支援策を講じる必要性も想定される。あるいは、A 社やベネッセのよう

に、ゼネラリスト的に能力や経験を積んだ後に管理職に就くのではなく、専門性を突き詰

めていくキャリアパスを部分的に設置するという手法も考えられる。その際、昇進・登用

やそのための育成・評価等の仕組み、それらを設計するのにベースとなる価値観等は、既

存のものと明確に区別される。そうして社員に選択肢を与えること、多様なキャリアの形

を提示することこそが、女性の活躍やキャリアアップについて人々の認識を変化させ、可

能性を広げる動因の 1 つとなると考える。 

 

 次に、女性管理職の増加に伴って、企業内で実際に感じられていた効果を整理する。第

2 章第 1 節で述べたように、女性活躍推進の目的や効果は①女性の社会的な立場や権利の

獲得、②労働力の量的確保、③労働力の質的確保の 3 点にまとめられるが、①は社会学的

な観点に寄るため、②と③に焦点を当てて整理する。 

 第一に、②労働力の量的確保は達成されている。人手不足を発端に女性がキャリアを形

成しやすい人事制度や労働環境を築いたことで、戦力としての女性を確保し、定着させる

ことに成功している。 

 第二に、③労働力の質的確保という面から以下 5 点を挙げる。 

 1 点目は、合理的な配置が可能になっている点である。アフラックは「女性社員が指導

的立場として活躍できる環境を整え、そこに配置することで、当人たちのポテンシャルを

引き出すことができる」と説明している。これまで暗黙の了解により常態化していた「指

導的立場には男性が就く」といった慣習を退け、男女関わらず適切な能力を持つ人材が適

切に配置されることで、組織としてパフォーマンスを高めることができると考える。 
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 2 点目は、1 点目に関連して、社員のエンゲージメントの向上である。アフラック社内

の意識調査の結果から考察できるように、合理的な配置によって、能力を発揮できる場を

得た（女性）社員たちの働きがいや組織への帰属意識が向上することが期待できる。2022

年 5 月に取りまとめられた経済産業省『人材版伊藤レポート 2.0』では、「経営戦略の実現

に向けて、社員が能力を十分に発揮するためには、社員がやりがいや働きがいを感じ、主

体的に業務に取り組むことができる環境の整備が重要である」とエンゲージメントの重要

性が示唆されている20。社員のエンゲージメントの向上やその先の経営戦略の達成のため

の一手段として、女性管理職の増加を図ることの意義は大きいであろう。 

 3 点目に、そうして「女性が管理職を担い、働きがい等を感じながら仕事をしている」

状態が可視化され、女性が管理職を目指すことが当たり前となることで、女性活躍が企業

文化として定着する。これは、ステイクホルダーからの評価を得られるという点で機能す

るのはもちろん、それ以上に、社会的潮流として女性に新たな価値観や希望を抱かせるこ

とができるという点で、極めて重要な効果であると考える。 

4 点目は、女性活躍の文脈に関係なく、物事に柔軟に対応する風土が醸成される点であ

る。アフラックや A 社は、3 点目と同様に女性が管理職に就いて活躍している状態が可視

化されることで、個々の社員が変化や多様性を受容し、適応する姿勢を身に付けていた。

そうして組織として、ジェンダーの問題に限らない柔軟性の向上を実感していた。多様性

や柔軟性はイノベーションの源泉となり、企業価値の向上に繋がり得る。 

5 点目に、プロダクトイノベーションやプロセスイノベーションの観点、つまり、自社

の商品やサービス、それらが作られる過程や社内のシステム等の改良が期待できる点であ

る。A 社やベネッセは、女性を筆頭に多様な人材がそれぞれの視点や価値観を社内やその

商品・サービスにもたらすことで、顧客のニーズをより汲み取ることが可能になると認識

していた。一般社員に留まらず、事業を先頭に立って推進するような要職についてその属

性が多様化することで、この効果はより大きくなると考える。 

 

 最後に、女性管理職の増加やそれを実現する人事制度について、伴って発生する課題を

3 点挙げる。 

第一に、男性社員の昇進・登用の機会が減少することにより、それらのモチベーション

低下を招く点である。ただしこれは、長期的な視点で振り返れば女性社員がこれまで強い

られてきた負の側面でもあり、均衡が図られているという捉え方ができる。また、外部環

境の変化に対応するべく従来の雇用慣行を脱して組織を活性化させる必要があるという点

からも、受容されるべきであると考える。 

第二に、女性管理職の部門間や部署間の偏在である。アフラックやベネッセでは、男性

社員や男性管理職が多い（多くならざるを得ない）機能が未だ存在し、他の部門や部署と

女性管理職数の差が生じていた。適材適所で配置されていると捉えることも可能ではある

が、各々の課題を特定・解決し、おしなべて一定の女性管理職割合を確保する努力もされ

たい。 
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第三に、長期的な視点や実際の時間を要する点を挙げる。新制度への移行やその下での

各人の習熟、それらを一つの起因とした女性活躍の企業文化としての定着には、時間がか

かる上、それを許容する長期的な視点が必要である。日本はメンバーシップ型雇用慣行が

優勢である以上、中途採用で現在の管理職層にあたる女性を直ちに増やせるものでもな

い。本研究で取り上げたような先進的な企業は、早くから女性活躍や女性管理職の増加に

向けた取り組みに着手していたゆえに、現在成果を上げられているという点に尽きるのか

もしれない。女性の昇進・登用の促進は一朝一夕にはいかず、辛抱を要するという認識が

求められるであろう。 

 

 ここで、女性管理職への昇進・登用を促進する人事制度を議論するにあたって留意すべ

き点として、業界や企業の特性がそれに与える影響を挙げたい。 

 まず、業種による差異が存在する。本章第 2 節で示した通り、女性正社員・正職員割合

が高い産業ほど女性管理職割合も高くなる傾向が見られる。この要因は、女性正社員割合

が高い第三次産業は女性活躍「推進」の土壌があるものの、それが低い産業の企業は女性

の「確保」から取り組まなければならない点にあると分析される。また、ベネッセは「教

育業は人の生活・人生に深く関わる。社員自身のプライベートの経験も事業の糧となる。

よってそれを認め、尊重し、社内で共有する雰囲気がある。（ワークライフバランスとい

う言葉に対して）ワークとライフはバランスさせるものというより、一緒くたになってい

る」と語っている。女性活躍も人の生活・人生と密接な関係を持つテーマであり、同じ性

質を持つ事業を展開する企業とは相性が良い。よって、該当する企業や産業は女性活躍推

進への意欲や取り組みの実効性が高まると考える。 

 企業規模によっても差異が発生し得る。一般的に、比較的規模の小さい企業は、大規模

な企業より人・モノ・金・情報等のリソースが少ない。すると、例えば女性の昇進・登用

や広く女性活躍を推進する専担部署や追加的な人員を割くことが容易ではないと想像され

る。その上、女性活躍推進は直ぐに利益という結果に直結するものではなく、ただでさえ

リソースの少ない企業が率先して取り組む誘因が考えにくい。一方でプラザ企画のよう

に、小規模でも強い意志を持って自社に合った人事制度やそれに伴う取り組みを進め、成

果を挙げている企業も存在する。リソース不足を言い訳にせず、小規模な企業も女性管理

職の増加に向けて意識を高め、施策を実行し、よって全体の底上げが図られていくことを

期待する。 

 最後に、アフラックは外資系企業として、その特性による女性活躍推進への影響に言及

する。アフラックは、それ自体（日本法人）は東京証券取引所に上場していないものの、

持株会社である米国の Aflac Incorporated がニューヨーク証券取引所に上場している。そし

て、アフラック（日本法人）は Aflac Incorporated の CEO に対し、女性管理職の増加状況

を含む女性活躍の進捗や外部からの評価を報告する義務を負い、報告した情報は開示され

て投資家の参考とされる。米国は ESG 投資が盛んで、その銘柄として選ばれるかどうか、

主要なサステナビリティ・インデックス・ファンドに組み込まれるかどうかは自社の株価
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を大きく左右する要因であり、その判断にジェンダーに関する基準が含まれている。つま

り、アフラックが持株会社に報告する情報の質、すなわちアフラックの女性活躍推進状況

がグループの企業価値を決める要素となっているのである。その上、アフラックが事業を

展開しているのは日本と米国のみで、かつ日本の方が事業規模が大きいため、日本法人の

女性活躍推進状況が評価観点として非常に重要であるという。対社員のみならず対株主・

対投資家の説明責任や働きかけの必要性を強く感じており、この点にも取り組みへのモチ

ベーションの差が生じると考える。 
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第 5 章 女性のキャリアと企業の可能性を広げるために 

第 1 節 総括 

最終第 5 章では、これまでの論述を各章ごとにまとめた後、今後の課題を述べる。 

第 1 章では、本テーマの選定理由と本論文の構成を示した。 

第 2 章では、日本の労働・雇用の分野における女性活躍推進の目的について、①女性の

社会的な立場や権利の獲得を後押しすること、②労働力を量的に確保すること、③労働力

を質的に確保することの 3 つに分けて論じた。また、これまでの女性活躍推進により「M

字カーブ」は改善傾向が見られるものの、依然として課題が残されており、特に正社員女

性の「昇進・登用」への課題感の強さが認識された。したがって、正社員女性の昇進・登

用を促進するべく日本企業に求められることを検討するとした。 

第 3 章では、認識した課題への解像度を高めるべく、正社員女性の「昇進・登用」の阻

害要因を組織要因・社会要因・個人内要因の 3 つの切り口から分析した。組織要因として

は、日本的雇用慣行の下、仕事の内容やスタイルに性別役割分担が生じ、それが女性に対

して昇進・登用に必要なスキルや経験の蓄積を妨げていた。そうして女性が昇進・登用し

ないことを前提にした評価体制や配置、そのような慣習を受け入れる風土が、女性の昇

進・登用をさらに難しくしていた。社会要因という観点では、就業以前の教育の段階から

繰り越される男女間の格差や、それも少なからず影響して一般に形成されるジェンダーバ

イアス、加えて公的サービスの不足や労働市場の流動性の低さといった政策的な課題も、

個々の企業内の女性の昇進・登用を間接的に阻害していることが窺われた。個人内要因と

しては、家庭生活の負担が働く女性のキャリアアップを展望しづらくしていることが挙げ

られた。そして、以上の総合により女性が昇進意欲を抱かなくなり、実際に昇進・登用が

進まないことも分かった。これら様々な要因は複雑かつ密接に絡み合って女性のキャリア

アップを阻んでいた。 

ただし、文献調査から企業は組織要因について特に課題感を抱いていることが推察され

た。加えて、正社員の中でも役員未満の管理職は、組織要因に中長期的にわたって影響を

受けやすく、全体的な人数も多いため、女性活躍について「底上げ」を図る議論が可能に

なると考えた。よって第 4 章ではさらに論点を絞り、女性の「管理職への昇進・登用」と

それを促進する「人事制度」について検討した。まず、日本企業における女性管理職につ

いて現状を概観し、企業の規模や業種、女性正社員・正職員割合によって女性管理職割合

が異なることが確認できた。また、マクロレベルでは政府が早くからポジティブ・アクシ

ョンを推進している他、足下では開示によって女性管理職割合を高めようとする動きが顕

著であることを述べた。ミクロレベルでは、各企業が女性の昇進・登用を促進する施策を

講じているものの、特に配属や評価、組織の体制に関して未だ問題意識を持っている様子

が窺えた。そして第 3 節で、女性活躍推進に関して先進的であるアフラック生命保険株式

会社・A 社（匿名希望）・株式会社プラザ企画・株式会社ベネッセコーポレーションの 4 社

についてインタビューの実施を含めて個別に取り上げながら、女性管理職の増加や女性活

躍の実現のために求められる人事制度やそのマネジメントについて考察した。意識として
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は、適切な危機感を持つこと、トップがコミットメントを示すこと、女性に対して積極的

に期待をしたり機会を与えたりすることの重要性が認識された。実際の施策としては、各

施策が互いに作用するよう体系的に組まれるべきであると述べた後、ジョブ型人事制度の

可能性を提示した。併せて、女性管理職の増加には伴って発生する課題も存在すること、

また企業の特性による差異にも留意する必要があることを明らかにした。 

 総合して、「正社員女性の昇進・登用を促進するべく日本企業に求められることは何

か」、特に「女性の管理職への昇進・登用を促進する人事制度とは」という問いに対し、

「トップをはじめとした社員の適切な危機感とコミットメントをもって、密接に関わり合

う多数の組織課題を網羅的に解決する、ジョブ型の要素を含む体系的な人事制度を構築す

る」という解を導出する。 

 

第 2 節 今後の課題 

 本研究では論点から外したものの、やはり両立支援策を具に検討することも重要であ

る。実際に高村（2016）は、従業員女性比率・管理職女性比率の双方に関して柔軟な働き

方や育児休業取得率の高さが促進要因となっていると分析している。またアフラックも、

「フレックス勤務と在宅勤務の普及が女性管理職の増加に効果的であった」という。一方

で、「制度があっても、風土ができていないと制度が使いにくいという状況が発生する。

よって（フレックス勤務と在宅勤務の）導入にあたっては、管理職が在宅勤務を取得する

事を目標化し、上司がやることで部下にも広まるようにした」とも語っている。企業は女

性管理職の増加に向けて、社員の仕事と家庭の両立を支援する制度や施策を、全員が抵抗

なく利用できるよう設計し、提供することが求められる。 

マクロレベルでの施策の検討も必要である。切り口は多様であり、法整備や公的なサー

ビスの充実化、社会保障制度の改革等が挙げられる。 

 

また、女性管理職の増加を経て役員を社内から輩出するという観点では、さらなる研究

が必要である。第 4 章第 1 節で述べた通り、役員と従業員は責任範囲の大きさやそれに伴

って求められるスキルや経験、働き方や待遇、人数等が大きく異なるため、それらに準じ

た議論が必要であろう。 

 

 最後に、本研究では女性の「管理職」への昇進・登用やそれを促進する人事制度につい

て問いを立て、論じてきた。しかし、第 2 章第 1 節でも述べたように、近年は人を資源と

して「管理」する人事ではなく資本として「価値創造」する人事へと変革する必要性が唱

えられており、したがって「管理職」という言い方の是非から問われている。事業環境の

変化に合わせたリーダー像の変化に伴い、女性登用の効果が認められ、企業や社会全体が

変化していくことが望まれる。 

 女性に対して男性並みの社会的達成を求めるのではなく、男性に対して経済的利益や権

威について優遇する代わりに女性に対する扶養や保護の責任を求めるのでもない。男女関
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わらず家庭と仕事を両立しながらキャリアを発展させる機会や選択肢、その実現可能性を

保証することで、人々が性差なく活躍できる新しい企業システムを構築する必要があると

考える。 
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